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良質かつ適切な精神医療等の効率的な提供について

(1) 精神科救急システムの整備について

精神科救急医療システムの整備については、各都道府県•指定都市が実状に応 

じて、精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための 

体制整備を行う事業として、精神科救急医療システムの運営に関する国庫補助事 

業を実施してきたところであり、この間、精神保健福祉法に基づく移送を適正• 

円滑に実施するための精神科救急情報センターや、在宅の精神障害者の症状の悪 

化に対して早期に適切な医療を提供するための精神科初期救急医療システムを整 

備するなど、同事業の充実に努めてきたところである。さらに、一般救急と同様 

にセンター機能を持つ中核的な救急医療施設を地域ごとに整備していく必要があ 

ると考えており、平成17年度予算案では、これまでの輪番制病院や医療相談窓 

□などの精神科救急医療体制の整備に加え、「精神科救急医療センター」を整備 

するための予算を新たに盛り込んだところである。

精神科救急医療システムの充実・強化は、「入院医療中心から地域生活中心 

へ」という精神保健福祉施策の基本的な施策を推し進め、精神障害者が安心して 

地域で生活するためにも必要不可欠であると考えており、着実な精神科救急医療 

体制の整備の推進をお願いしたい。

(2) 精神医療審査会の適切な運営について

精神医療審査会は在院患者の人権確保の観点から極めて重要な役割を果たすも 

のであるが、退院請求•処遇改善請求等の処理に要する平均的な日数が1ケ月を 

超える都道府県等があるなど、不適正な状況が見受けられる。

都道府県等におかれては、平成12年3月2 8日障第2 〇 9号厚生省大臣官房 

障害保健福祉部長通知「精神保健及び精神障害福祉に関する法律第12条に規定 

する精神医療審査会について」に基づき、精神医療審査会の適正な運営を図るよ 

うに徹底されたい。

(3) 精神病院に対する指導監督等について

精神保健福祉施策の推進については、かねてより人権に配慮した適切な医療• 

保護の確保に努めていただいているところであるが、厚生労働省としても、近年 

の精神病院における人権侵害事案の発生等にかんがみ、より適正な入院患者の医 

療•保護の確保を図るため、都道府県知事•指定都市市長が精神病院に対して実 

施した実地指導等を検証する「精神病院実地検証」を実施している。

精神病院を実地検証した結果、一部の精神病院において、不当な身体拘束や開 

放処遇の制限などの指導が徹底されていない事例が未だに見られるとともに、係 
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る不当な身体拘束等の重要事項について指導が徹底されていない事例がある。 

また、不適切な定期病状報告の事例も認められている。

精神病院入院者の適切な処遇の確保等については、精神病院に対する実地指導 

後の措置として、平成11年の精神保健福祉法改正により、改善計画の提出を求 

め、若しくは提出された改善計画の変更を命ずることができ、これらの命令に従 

わない場合には入院医療の提供の全部又は一部の制限ができることとされたこと 

により、都道府県知事等の権限が強化されており、各都道府県・指定都市におい 

ては、適正かつ効果的な指導監督に努められたい。

なお、貴管内医療機関に対し実地指導を実施する際には、精神保健福祉法及び 

関係通知(平成10年3月3日障第113号•健政発第2 3 2号•医薬発第17 

6号•社援第4 91号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、社会• 

援護局長通知「精神病院の指導監督等の徹底について」等)の趣旨を踏まえ、一 

層の指導強化を図るようお願いしたい。

2精神障害者社会復帰施設について

(1)精神障害者社会復帰施設の整備について

平成17年度精神障害者社会復帰施設に係る整備は、障害者施策の制度改革で 

予定している新たな障害福祉サービス事業体系等に基づき、次の点に該当する整 

備であって、かつ、真に緊急性・必要性の高い施設の整備を優先的に行うものと 

しているのでご了知願いたい。各都道府県•指定都市におかれては、精神障害者 

社会復帰施設の計画的な整備の推進をお願いしたい。

① 平成18年1〇月より予定している新たな障害者サービスの事業体系への 

転換等を見据えた整備内容であること。

② 都道府県等の障害者計画に沿った事業であり、かつ、医療と福祉の連携体 

制の整備を進めている地域における整備であって、障害保健福祉圏域毎の均 

衡のとれた整備であるもの。

なお、今後のスケジュールとしては、平成16年度から平成17年度の継続分 

については、4月当初に内示を行うこととしており、平成17年度新規採択分に 

ついては、追って内示を行う予定で事務を進めているところである。
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（2）精神障害者社会復帰施設に対する指導監査等の徹底について

会計検査院が実施した平成15年度決算検査報告においては、一部の社会復帰 

施設について、国庫補助金の返還を要する不適切な事務処理が行われていたと指 

摘されている。

これら状況に鑑み、各都道府県•指定都市においては、下記指摘事例に十分留 

意の上、貴管内施設に対する指導監査等の一層の強化を図るようお願いしたい。

［指摘事例］

① 「建物内の一画に作業室等を設ける改修工事を対象経費に計上」

② 「授産事業に係る備品を対象経費に計上」

③ 「職員の飲食代を対象経費に計上」

④ 「福祉工場の事業に係る光熱水費等を対象経費に計上」

⑤ 「法人と施設を同一会計とし、経費内訳も不明瞭のまま対象経費に計上」

⑥ 「補助事業で取得した施設を無断で担保に供していた」

⑦ 「交付申請書に記載された計画段階の数値を使って算出した額により実績報 

告を行っており、国庫補助金を過大に受領していた」

3精神障害者居宅生活支援事業の実施について

精神障害者居宅生活支援事業については、精神障害者居宅介護等事業（ホーム 

ヘルプサービス）、精神障害者短期入所事業（ショートスティ）及び精神障害者 

地域生活援助事業（グループホーム）を、平成14年度から住民に最も身近な行 

政機関である市町村において一体的に実施し、地域における精神障害者の日常生 

活を支援することにより、精神障害者の自立と社会参加の促進に寄与していると 

ころである。

本事業については、平成17年4月より、事業内容及び単価の見直しなど、下 

記のとおり事業の適正化を図ることとしている。

また、平成18年1月より、障害者自立支援法に基づく、三障害共通の新たな 

枠組みの下で、現行の裁量的経費から義務的経費に変更することとし、それに伴 

って、報酬体系及び利用者の費用負担について見直しを図ることとしている。

各都道府県におかれては、関係者に対し本事業の利用手続き等についての周知 

徹底をお願いするほか、本事業の全市町村での実施を推進するとともに、市町村 

においてその適正な執行が図られるよう、特段の御配慮をお願いしたい。
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〇 精神障害者居宅介護等事業（ホームヘルプ）の見直しの内容

• 便宜の内容の見直し（案）

r精神障害者居宅生活支援事業（別紙1）精神障害者居宅介護等事業蓮営要綱（新旧対象表）j案 抜粋

現 行 改 正 案

5 便宜の内容

（1） 家事に関すること。

ア調理

ィ生佶必需品の買い物

ウ衣類の洗濯、補修

工住居等の掃除、整理整頓

オその他必要な家事

（2） 身体の介護に関すること。

ア身体の清潔の保持等の援助

イ通院、交通や公共機関の利用等の援助

ウその他必要な身体の介護

⑶相談及び助言に関すること。

生活、身上、介護に関する相談、助言

5 便宜の内容

（!）家事に関すること。

ア調理

ィ生活必需品の買い物

ウ衣類の洗濯、補修

工住居等の掃除、整理整頓

オその他必要な家事

（2） 身体の介護に関するニと。

ア身体の清潔の课持等の援助

削除

±その他必要な身体の介護

（3） 移動支援に関すること"

通院、交通や公共機関の利用等の援助

⑷ 相談及び助言に関するニと。

生活、身上、介護に関する相談、助言

• 単価の見直し（案） （）内は現行単価

便宜の内容 30分以下
30分を超え 

て1時間 

以下

1時間を超 

えて1時間 

30分以下

1時間30分 

を超えて 

30分ごと

ア身体介護中心業務

身体介護を伴う移動支援
2,310 円

（設定なし）

現行どおり

（4, 020円）

5, 840円
（6,030 円）

830円 

（2,010 円）

イ家事援助中心業務

身体介護を伴わない移動支援
800円

（設定なし）

現行どおり

（1,530 円）

2,220 円
（2,290 円）

830円 

（760 円）

探3 0分以下単価の設定により、『巡回型」の区分を廃止する。

※移動支援における身体介護を伴う場合と伴わない場合の判断について

移動支援における身体介護を伴う場合とは、移動支援を行う際に実際に身 

体介護を行ったか否かではなく、当該精神障害者の日常生活において身体介 

護が必要な者であって、移動支援のサービス提供時にも当然に身体介護サー 

ビスを提供されることが想定されるか否かによって、各々の実施主体が判断 

するものであること。
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4精神障害者退院促進支援事業の実施について

いわゆる社会的入院者の地域生活への移行のための受け皿については、新障害 

者プランにおいてその整備を図ることとしているが、より円滑な退院を目的とし 

て、平成15年度から精神障害者退院促進支援事業を実施している。

本事業は、精神病院、精神障害者社会復帰施設等の従事者、保健所、精神保健 

福祉センター、福祉事務所、市町村等の関係行政機関の担当者で構成する「自立 

促進支援協議会」において、対象者個々の自立支援のための計画を策定し、これ 

に沿って支援職員が当該入院者に同行し退院訓練を行うなどの支援を行うことに 

より社会復帰の促進を図るものである。平成17年度予算案では31か所で実施 

することとし、事業内容についての一部見直し（福祉ホーム等の体験入居経費

（利用料）の補助等）を予定しているので、各都道府県•指定都市におかれては、 

積極的な取組をお願いしたい。

なお、生活保護制度において、生活保護受給者の自立支援強化を目的とした自 

立支援プログラムが導入され、当省社会•援護局保護課から本事業の活用•参画 

を図る旨、生活保護主管部局に周知することとしているので、本事業の充実に向 

け、各都道府県•指定都市における福祉事務所等との連携の強化に努められたい。

5 心の健康づくり対策について

（1）うつ病•自殺予防対策の推進

厚生労働科学研究で行なわれた疫学調査によると、15人に1人が一生の間に 

うつ病に罹るという報告がある。WHOが行った疾病負荷の将来予測では、うっ 

病は2 〇 〇 〇年で第4位であるが、2 0 2 〇年には第2位になると予測されてい 

る。厚生労働省の患者調査によると、うつ病を含む気分障害の総患者数（医療機 

関を受診した者）は、平成11年度では4 4万人であったのに対し、平成14年 

度には1.6倍の71万人と急増しており、うつ病は今後さらに大きな健康課題 

になると考えられる。また、警察庁の統計によると平成15年中の自殺死亡者数 

は34, 42？人と過去最高を記録している。自殺者の9割以上は何らかの精神 

疾患を有するといわれ、中でもうつ病と深い関係があるとされる。

このような状況から、平成14年の「自殺防止対策有識者懇談会」最終報告で 

ある「自殺予防に向けての提言」（提言全文…http：//ww. mhlw. go. jp/houdou/2 

002/12/hl218-3. html）においても、早急に取り組むべき実践的な自殺予防対策と 

して、うつ対策の必要性が指摘されているところである。平成15年より開催さ 

れた「地域におけるうつ対策検討会」では、地域の関係者がうつ病について適切 

なサポートを実施できるよう、都道府県•市町村職員を対象とした「うつ対策推 
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進方策マニュアル」及び保健医療従事者を対象とした「うつ対応マニュアル」を 

とりまとめ、平成16年に業務参考資料として配布したので、引き続き地域精神 

保健医療活動の更なる充実を図るため活用されたい（マニュアル全文…http：//w 

ww. mhlw. go. jp/shingi/2004/01/s0126-5. html）〇

また、地域における身近な支援体制の強化を図ることが、うつ病・自殺予防対 

策として有効であることから、平成16年度より、地域住民が抱えるうつ、スト 

レス、不眠等の心の健康問題に関する知識や対応方法を地域精神保健従事者に習 

得させるための研修を国立保健医療科学院において実施している。平成17年度 

からは、地域においてこころの健康づくりに関する研修を行なうための経費と、 

地域におけるこころの健康問題に関する正しい知識の普及啓発を促進するための経費に 

ついても計上している。関係機関に所属する保健師・精神保健福祉士等のこれら 

の研修への参加について御配慮いただきたい。

この他、「いのちの電話」においては、相談体制の充実強化を図るとともに、 

12月1日を「いのちの日」として位置づけ、その後1週間、「いのちの電話」 

によるフリーダイヤル電話相談を実施することとしている。また、労働者の自殺 

予防対策に関しては、普及啓発を行うほか、メンタルヘルス対策として、地域• 

職域の連携を図るため、17年度より新規に「働き盛り層のメンタルヘルスケア 

支援事業」を実施することとしており、都道府県労働局との連携についてご配慮 

いただきたい。

さらに、厚生労働科学研究などにおいて、自殺事例の実態を調査し、自殺に至 

った経緯を多角的に分析し、原因を明らかにするとともに、予防対策や自殺と関 

連の深い精神疾患に関する研究などが実施されているところであり、引き続き、 

これらの調査研究を推進することとしている。

（2） PTSD （外傷後ストレス障害）対策の推進について

大規模な災害や犯罪等により被害を受けた者に対する心のケアの充実強化を図 

るため、平成8年度から、精神保健福祉センター、保健所、病院などに勤務して 

いる医師、看護師、精神保健福祉士等を対象に、PTSD （外傷後ストレス障 

害）に関する専門的な養成研修を実施している。ついては、関係機関に所属する 

職員の当研修会への参加について配慮いただき、本研修の修了者名簿についても 

活用され、関係機関の連携強化を図っていただきたい。

特に貴都道府県内において、災害や犯罪等が起きた場合の被害者の心のケア対 

策を行っていく際には、本研修の修了者の積極的な活用について十分留意いただ 

きたい。
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(3) 児童思春期の心の健康づくり対策の推進について

児童思春期の心の問題に対する相談については、精神保健福祉センター、保健 

所、児童相談所等において実施しているところであるが、思春期精神保健に関す 

る専門家が少なく、各機関における相談体制が十分ではないことから、平成13 

年度から、精神保健福祉センター、児童相談所、保健所、病院等に勤務している 

医師、看護師、精神保健福祉士、児童指導員等を対象として、思春期精神保健の 

専門家の養成研修を実施している。ついては、精神保健福祉センター、保健所、 

児童相談所等の関係機関に所属する職員の当研修会への参加について配慮いただ 

きたい。また、別途配布している研修修了者の名簿についても活用され、関係機 

関との連携強化を図っていただきたい。

児童思春期の心の問題については、その原因や対応が多様であることから、精 

神保健福祉センター、児童相談所、教育機関、警察等の関係機関が連携をとりっ 

つ、専門家チーム等を編成し、発見•相談から、指導•解決まで総合的な対応を 

行う思春期精神保健ケースマネジメントモデル事業を平成13年度から実施して 

おり、本モデル事業の結果を基にした事例集を作成し、各地域に配布することと 

しているので、その際は本事例集を思春期精神保健対策の推進に活用していただ 

きたい。

(4) 「こころのバリアフリー宣言」について

平成16年3月に、心の健康問題の正しい理解のための普及啓発検討会におい 

て、『「こころのバリアフリー宣言」〜精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を 

踏み出すための指針〜』が取りまとめられたところである。(報告書等…http： 

//www. mhlw. go. jp/shingi/2004/03/s0331-4. html)

ついては、地域における普及啓発の取り組みの参考となるため、広く周知を図 

られたい。

-7 —



「こころのバリアフリー宣言」
〜精神疾患を正しく理解し、新しい一歩を踏み出すための指針〜

厂【あなたは絶対に自信がありますか、心の健康に?】

（ 第1:精神疾患を自分の問題として考えていますか（関心）

•精神疾患は、糖尿病や高血圧と同じで誰でもかかる可能性力tあります。

• 2人に1人は過去1ヶ月間にストレスを感じていて、生涯を通じて5人に1人（ま精

神疾患にかかるといわれています。

第2 :無理しないで、心も身体も（予防）
•ストレスにうまく対処し' ストレスをできるだけ減らす生活を心、がけましょう。

•自分のストレスの要因を見極め、自分なりのストレス対処方法を身につけましょう。

・サポートが得られるような人間関係づくりにつとめましょう。

第3 :気づいていますか、心の不調（気づき）
•早い段階での気づきが重要です。

•早期発見、早期治療が回復への近道です。

•不眠や不安が主な最初のサイン。おかしいと思ったら気軽に相談を。

第4 :知っていますか' 精神疾患への正しい対麻（自己•周囲の認識）
•病気を正しく理解し、焦らず時間をかけて克服していきましょう。

\ •休養が大事、自分のリズムをとりもどそう。急がばまわれも大切です。

\、^ ・家族や周囲の過干渉、非難は回復を遅らせることも知ってください。

/【社会の支援が大事，共生の社会を目指して】

! 第5 :自分で心のバリアを作らない（肯定）
•先入観に基づくかたくなな態度をとらないで。

•精神疾患ゆ精神障害者に対芬る誤解ゆ偏見は、古くからの慣習ゆ風評、不正確な事 

件報道ゆ情報等によりゝ正しい知識が伝わっていないことから生じる単なる先入観 

です。

•誤解ゆ偏見（こ基づく拒否的態度は、その人を深く傷つけ病状をも悪化させることさ

えあります。

第6 :認め合おう、自分らしく生きている姿を（受容）
.誰もが自分の暮らしている地域（街）で幸せに生きることが自然な姿。

•誰もが他者から受け入れられることにより、自らの力をより発揮できます。

第7 :出会いは理解の第一歩（出会い）

•理解を深める体験の機会を活かそう。

•人との多くの出会いの機会を持つことがあ互いの理解の第一歩となるはずです。

•身近な交流の中で自らを語り合えることが大切です。

ゝ 第8 :互いに支えあう社会づくり（参画）
\ ・人格と個性を尊重して互いに支えあう共生社会を共に作り上げよう。

\_ •精神障害者も社会の一員として誇りを持って積極的に参画芬ることが夫切です。
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6 その地

(1) 精神保健指定医新規申請書類について

精神保健指定医の指定申請書類については、平成16年度から、精神保健指定 

医研修会の場において、申請者に対する申請書類記載事項の確認の徹底を指導す 

るとともに、地方厚生局及び厚生労働本省における審査事務処理期間の短縮を図 

ることとしており、各都道府県、指定都市においても、申請時における申請書類 

の内容確認を行い、不備等が認められた場合には申請者に確認するなど、申請書 

類の事前確認の御協力を御願いしていることもあり、従来に比べ申請書類の審査 

に係る時間は短縮されている狀況である。

ついては、平成17年度においても、指定事務をさらに迅速に行うため、別添 

「精神保健指定医新規申請書類の内容確認について」を参照の上、引き続き特段 

の配慮をお願いしたい。

(2) 精神保健研究所の研修予定について

国立精神•神経センター精神保健研究所においては、国、地方公共団体並びに 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定による指定病院等 

において精神保健福祉の業務に従事する医師、保健師、看護師、臨床心理業務に 

従事する者、作業療法士、精神保健福祉士等を対象に、精神保健福祉技術者とし 

て必要な資質の向上を図ることを目的として、精神保健福祉各般にわたる専門的 

な知識及び技術習得に関する研修を行っている。

昭和3 4年度に研修を開始してから平成15年度までの修了者数は7, 8 7 9 

名に達しており、その多くは全国各地において精神保健福祉分野の専門技術者と 

して活躍されている。

平成17年度は、医学課程として、発達障害の診断・治療に関する最新の知見 

と支援の実際、摂食障害の病態と治療に関する最新の知見(医師等対象、看護師 

対象)、精神科長期在院患者の退院促進のための社会復帰リハビリテーション、 

我が国における包括型地域生活支援プログラム(Assertive Community 

Treatment : ACT)の実践の5課程、精神保健指導課程(精神保健福祉行政の計画 

的・組織的推進に関する研修)、精神科ディ•ケア課程(初任者対象、中堅者対 

象)、薬物依存臨床医師研修会、薬物依存臨床看護研修会を開催る。

なお、平成17年度研修の詳細は、研究所のホームページh1.1p： //www. ncnp-匕 

go- ：jpに掲載されている。
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別添

精神保健指定医新規申請書類の内容確認について

（関係通知 「精神衛生法等の一部を改正する法律による改正後の精神保健法の適用上の留意点に 

ついて」昭和6 3年5月13日健医精発第16号精神保健福祉課長通知）

1.申請書類は以下のとおり。
① 申請書（通知様式1）
② 履歴書
③ 医師免許証（写）

④ 5年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面（通知 様式2）
⑤ 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面（通知 様式2）
⑥ 精神保健福祉法第18条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働 

大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面（いわゆるケースレ

ポート）を症例毎に4通（3通以上は原本）（通知 様式3） 
ケースレポートは以下の8症例が提出される

•第1〜3症例 精神分 裂病圏

・第4症例 躁う つ病圏

•第5症例 中蓋性精神障害

・第6症例 児童思春期精神障害

•第7症例
•第8症例 老年期痴呆

3例（措置入院1例以上、医療保護入院） 

1例（措置入院又は医療保護入院）

1例（措置入院又は医療保護入院）

1例（措置入院又は医療保護入院）

1例（措置入院又は医療保護入院）

1例（措置入院又は医療保護入院）

⑦ 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了した二とを証する書面

⑧ 写真（縦50mm x横40测、申請6ヶ月以内、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名を記載）

⑨⑦が交付された後に氏名が変更された埸合には、本人であることを証明する書類（戸籍抄本等） 

の写し

前回保留者（前回開催の審議会で、1症例が不適当とされたため、再度、新たな症例若しくはケー 

スレポートを直すこととなった者）のケースレポートの再提出については、対象のケースレポート4 
通のみの提出となる。

2. ケースレポート以外の申請書類の確認事項。

① 記載漏れがないか。

② 申請日は研修受講日から1年以内となっているか。

③ 氏名が署名となっているか。

④ 医籍登録年月日及び番号は医師免許証（写）と同一となっているか。

⑤ 精神障害の診断治療に従事した期間は3年以上あるか、また、その他の診断治療に従事した期間 

を含めて5年以上あるか。
⑥ その他の注意事項

・実務経験の始期は医籍登録日以降であるか。

•実務経験証明書は所属機関の管理者（大学院生又は文部科学教官の場合は学長又は学部長）の 

証明であるか。

・精神科実務経験は、精神科又は神経科を標榜している医療機関での実務経験（デイケアを含む） 

であるか。

•精神科実務経験の期間については週4日以上、1日概ね8時間以上（週32時間以上）である 

か。
•実務経験期間については、あくまで実務経験証明書に記載されている期間であるか。

・その他、精神科実務経験の算定については、昭和6 3年5月13日健医精発第16号精神保健 

福祉課長通知に基づくものであるか。

3. ケースレポート（通知 様式3）の確認事項。

ケースレポートの表紙部分について確認

① 記載漏れがないか。

② 第1症例は措置入院例が。

③ 入院期間と担当期間に整合性があるか。（日付のずれ等がないか）

④ 担当期間と指導期間に整合性があるか。（指導を受けていない期間がないか）

⑤ 指導を行った指導医の自筆署名はあるか。
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様式!

精神保健指定医指定申請書

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条の規定による精神保健指定医に指定されたく申請 

します。

申請日 平成 年 月 日

氏 名 © 本籍地

現住所

生年月 日 年 月 日 年齢 歳性別男・女

最終学歴 

及び年月 年 月 卒業•中退

医籍登録年月日 

及び番号

年 月 日

弟 • 亏

現在の

勤務先

所在地

名称

精神障害者 

の診断治療 

に従事した 

期間及び病 

院等名

従事した期間 従事した病院等の名称

年 月 日~ 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

計 年 ヶ月

その他の診 

断治療に従 

事した期間 

及び病院等 

名

従事した期間 従事した病院等の名称

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

計 年 ヶ月

合 計 年 ヶ月

研修の受講 平成 年 月 日〜平成 年 月 日

（注）記載上の留意事項

1.氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。
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様式 2

実務経験証明書

次の者は当施設において診断又は治療に従事したことを証明します。

氏 名

生年 月 日 年 月 日

従事した標榜科名

診療従事期間 年 月 日〜 年 月 日

診療従事

態 様

1週間当たり平均 日

1日当たり平均 時間

平成 年 月 日

施設名

所在地

管理者職名

及び氏名

（注）し 精神科の実務経験証明書とその他の実務経験証明書は別紙とすること。

2. 診療従事態様が違う場合は、別紙とすること。

3. 大学院在学中については、在学期間全体ではなく、精神障害者の診断又は治療に従事 

した時間及び期間を記載すること。

4. 夜間当直のみの勤務については、精神科実務経験として算定できないこと。
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様式 3

ケースレポート（第 症例）

1.申請者の氏名（自筆署名）

2.実務経験した医療機関名

3 . 2の所在地住所 都道府県 市・郡•区

4 .ケースレポートをする患者の氏名、性別、生年月日

氏名（イニシャル）性別男•女 生年月日 

主治医あるいは担当医になった時の患者の年齢

年 月 日生

5.診断病名圏①精神分裂病圏 ②躁うつ病圏 ③中毒性精神障害

歳 月

④児童・思春期精神障害 ⑤症状性又は器質性精神障害（老年期痴呆を除く） 

⑥老年期痴呆

6. 入退院年月日及び入院形態

入院年月日平成 年 月 日入院形態（ 入院）

退院年月日平成 年 月 日

7. 入院からケースレポートの対象期間終了までの入院形態変更の有無 有 無

有の場合変更日 年 月 日 入院一 入院（入院形態を記入）

8. 転院による診療の終了（退院）の場合

転院先 病院 転院先の入院形態（ 入院）

9. 4の主治医あるいは担当医になった期間 年 月 日から 年 月 日

10.指導を行った精神保健指定医

（1!指導を行った精神保健指定医の確認（※複数いる場合は全ての指導医について記載すること。） 

指定医氏名 指定医番号

指導期間 平成 年 月 日〜平成 年 月 日

（2）ケースレポートの証明

このケースレポートは、私が常勤として勤務した（病 院 名）病院において、私の指導のもと

に診断又は治療を行った症例であり、内容についても、厳正に確認したことを証明します。

所属機関名 所属機関の住所

指導医署名（自筆署名）

ケースレポートの記載欄（考察を含めること） 記載欄の文字数（ ）

（120〇〜2000字）

注1 精神分裂病圏は第1症例〜第3症例（順序は措置入院のものを先とすること）、躁うつ病圏は 

第4症例、中毒性障害は第5症例、児童•思春期障害は第6症例、症状性•器質性障害は第7 

症例、老年期痴呆は第8症例とすること。
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1 平成17年度精神保健福祉施策等関係予算（案）の概要

16年度予算 

く89, 400>
98, 431百万円

17年度予算案
<1 06, 3 3 2>

114, 218百万円
注:く >は、精神保健福祉課計上分を再掲

在宅福祉サービス及び精神障害者社会復帰施設の充実、良質かつ適正な精神医療の効率的な提供等 

により、精神保健医療福祉対策の充実向上を図る。

また、心神喪失者等医療観察进の施行に伴う、指定医療機関の運営、医療従事者等の人材の養成等 

に必要な所要額を確保する。

く3・ 01 3> <4, 086>
在宅福祉サービスの充実等 3, 〇!3百万円 一 4. 086百万円

（1）精神障害者居宅生活支援事業の充実 2,995百万円 一 4,070百万円

•精神障害者居宅介護等事業（ホームヘルプサービス） 883百万円 1,786百万円

•精神障害者短期入所事業（ショートスティ） 143百万円 -* 136百万円

•精神障害者地域生活援助事業（グループホーム） 1,969百万円 — 2,148百万円

（注）平成18年1月の負担金化に伴うカ月予算

（2）精神障害者訪問介護員体7ヘルパー）養成研修事業の実施 17百万円— 16百万円

2・精神障害者社会復帰施設の充実

<1 8, 94〇> <20, 〇86>
18, 940百万円 - 20, 086百万円

（1） 精神障害者生活訓練施設（援護寮）

（2） 精神障害者福祉ホーム

⑶精神障害者（入所・通所）授産施設

（4） 精神障害者小規模通所授産施設

（5） 精神障害者福祉工場

（6） 精神障害者地域生活支援センター

6,360百万円 一 6,615百万円

993百万円 -* 1,099百万円

5, 298百万円 — 5, 563百万円

1,328百万円 一 1,643百万円

338百万円 — 338百万円

4,623百万円 — 4,827百万円
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く 351> く 667> ；
3.地域精神保健福祉施策等の推進 1,163百万円 一1,578百万円 '、\

（1） 地域精神保健福祉特別対策 96百万円 一 397百万円

① 社会的入院解消のための退院促進支援事業 63百万円 一 162百万円

精神病院に入院している精神障害者のうち、退院訓練を行うことにより退院が可能な者に 

対し、活動の場を与え、精神障害者の自立を促進し、社会的入院の解消に資する事業。

② こころの健康づくり対策事業 33百万円 一 105百万円

地域に住民が抱える、うつ、ストレス、不眠等のこころの健康問題に関する知識や技術を 

習得させるための研修会、思春期児童及びP 丁 S Dの専門家養成研修等を実施するとともに、 

地域における自殺予防対策の強化を図る。

③ 精神科救急特別対策事業（新規） 〇百万円 - 130百万円

救急患者対策として、2 4時間、36 5日、地域の拠点となる病院（精神科救急医療セン 

ター）を整備し、急性期に集中的な手厚い医療を提供することにより、患者の早期退院を図 

る〇

（2） 精神障害者社会復帰施設等実態調査事業（新規） 〇百万円 T 67百万円

社会復帰施設等における報酬体系•利用者負担体系について、平成18年度を目途に見直すこ 

ととしており、そのための基礎資料を得ることを目的として、施設等の実態調査を実施。

（3） 自殺予防対策の推進（一部重複計上） 640百万円 一 855百万円

・地域精神保健指導者（こころの健康問題）の研修 4百万円 一 4百万円

職場、地域における自殺の実能、原因、予防対策等に係る調査研究、相談・啓発活動の強 

化を図るとともに、適切な対応のための知識や対応技術及び地域における自殺予防対策推進 

方策等を習得させるための指導者研修を行う事業。

（4） その他 427百万円 — 331百万円

① 精神保健福祉センター转定相談等事業費（運営費）

地域における精神保健福祉対策の総合的技術センターとして、精神保健及び精神障害者の 

福祉に関し、知識の普及及び相談指導等を行う事業。

② 高次脳機能障害支援モデル事業

地方自治体と国立身体障害者リハビリテーションセンターの連携を図りつつ、地域の関係 

機関の連携の下に各種の制度を活用したサービス提供を試行的に行い支援体制の確立を図る 

事業。

③ 精神障害者社会復帰促進事業等

精神障害者の社会復帰等に関する調査研究を行うとともに、社会復帰施設職員等に対する 

研修を行う事業。

④ 精神障害者手帳交付事業

•メニュー事業（障害者自立支援・社会参加総合推進事業）
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: <66,1 30> <72, 599>
■ 4.良質かつ適切な精神医療等の効率的な提供 66,130百万円—72, 599百万円

（1） 精神医療費の公費負担 53,267百万円 —60,138百万円

措置入院費、通院医療費、医療保護入院費に係る公費負担。

（2） 精神科救急医療システム整備事業（重複計上） 1,785百万円 f 1,670百万円

精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するため、緊急時における保 

護・治療を行う救急医療のシステム体制や精神科初期救急医療輪番システムを整備。

（3） 更生医療・育成医療の給付 !1,078百万円 -> 10, 791百万円

身体障害者及び身体に障害のある児童等のハンディキャップを除去、軽減するために必要な 

医療費の給付。

: < 783> く 783〉

:5.就労支援の推進 1,600百万円 - 2・208百万円

（1）精神障害者小規模作業所運営費助成事業 783百万円 一 783百万円

（2） 小規模作業所への支援の充実強化事業（仮称） 〇百万円 7 353百万円

自立支援・就労支援等の機能の向上を図りつつ新たな施設類型への移行等を図るため、小規 

作業所への支援を強化し、地域での障害者の就労支援を促進を図るための経費。

（3） 施設外授産の活用による就職促進事業

障害者が企業等の事業所において授産活動を行い、当該企業等との連携を深め、一般就労が 

可能な者及び一般就労を希望する者について、授産活動終了後における企業等への就業を促進 

する経費。

•メニュー事業（障害者自立支援•社会参加総合推進事業）

（4） 障害者就業・生活支援センター事業 817百万円 一 1,023百万円

（5） 重度障害者在宅就労促進待別事業（バーチャル工房支援事業）（仮称）

〇百万円 — 50百万円

在宅の障害者に対して情報機器やインターネットを活用するための能力開発に加え、情報機 

器を用いて在宅での就労に向けた支援等を行う在宅就労支援事業（バーチャル工房）に対する 

補助を行う事業。

6.悠神喪失等の状韻で重大な他害行盍を行った者に関する医療体制の整備 

く 1 43> < 7, 965>
2, 618百万円- 8,193百万円

（1）指定入院医療機関の整備 2,475百万円 -> 4, 52？百万円

国立（特定独立行政法人）、都道府県立医療機関における指定入院医療機関の整備を図る。
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（2）指定医療機関の運営（新規） 〇百万円 3, 374百万円

（ア）指定入院医療機関

入院決定を受けた者に対し、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を実施すると 

ともに、指定入院医療機関の運営に必要な経費を確保。

（イ）指定通院医療機関

通院決定を受けた者に対し、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を実施。

（3） 医療従事者等の人材の養成 91百万円 一 L25百万円

指定医療機関従事者、精神保健判定医等に対して養成研修を実施。

（4） その他法施行に必要な経費 52百万円- 167百万円

法制度の普及啓発、対象者の鑑定入院医療機関から指定入院医療機関への移送等を実施。

7.研究の推進

く 〇＞

4, 926百万円
＜ 〇＞ ；

5, 750百万円:

精神疾患の疫学調査、原因の究明及び治療法の開発等を対象とした精神・神経疾患研究、障 

害保健福祉総合研究等の推進。
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2.精神病院関係資料について
（1）都道府県別精神病院数・病床数及び在院患者数等の状況 （乎成15年6月30日現在）

資料:1病院数、病床数、在院患者数及び病床利用率は精神保健福祉課調べ（病院報告より作成） 

2措置入院者数は精神保健福祉課調

人 口

千人

(12.10.1)

精 

病

神

院数

精神

病床数

人口万対 

病床数

院
数者A

 

在
患

人口万対

在院患者数

措 置

入院者数

B

人口万対 

措置 

入院者数

病
利
—

而
率
亠 

用％

措置率 

BZA
(%)

北海道 3,857 89 14.389 37.3 13,095 34.0 61 0.16 91.0 0.5
1,474 25 4,658 31.6 4.185 28.4 22 0.15 89.8 0.5

1,413 22 4,890 34.6 4.545 32.2 44 0.31 92.9 1.0
1,363 20 3,698 27.1 3,448 25.3 17 0.12 93.2 0.5
1,184 27 4,493 37.9 4,194 35.4 21 0.18 93.3 0.5
1,241 18 3,415 27.5 3,237 26.1 20 0.16 94.8 0.6
2.125 37 8.087 38.1 7,258 34.2 38 〇」8 89.7 0.5
2,992 37 7,741 25.9 7.088 23.7 60 0.20 91.6 0.8

2.010 28 5,401 26.9 4.870 24.2 76 0.38 90.2 1.6
2,031 20 5,388 26.5 5,028 24.8 22 0.11 93.3 0.4
6.978 53 11,781 16.9 11.118 15.9 150 0.21 94.4 1.3
5,081 47 11,654 22.9 10,958 21.6 35 0.07 94.0 0.3

12,138 116 25,688 21.2 23.178 19.1 272 0.22 90.2 1.2
神奈川 3.893 34 7.290 18.7 6,697 17.2 41 0.11 91.9 0.6

2.473 31 7,282 29.4 6,922 28.0 29 〇」2 95.1 0.4
1.121 32 3,649 32.6 3.483 31.1 30 0.27 95.5 0.9

1.182 21 3,899 33.0 3.726 3(.5 13 0.11 95.6 0.3
830 15 2,405 29.0 2,221 26.8 15 0.18 92.3 0.7
890 11 2.599 29.2 2,333 26.2 11 0.12 89.8 0.5

2,223 33 5,436 24.5 5,026 22.6 54 0.24 92.5 1.1
2,111 20 4,374 20.7 4,111 19.5 40 0.19 94.0 1.0
3,781 39 7.362 19.5 6,592 17.4 41 0.11 89.5 0.6
4,915 39 9.061 18.4 8.520 17.3 61 0.12 94.0 0.7
1,861 19 5,148 27.7 4,852 26.1 19 0.10 94.3 0.4
1,353 12 2,315 17.1 2.146 15.9 40 0.30 92.7 1.9
1,178 10 2,673 22.7 2,465 20.9 9 0.08 92.2 0.4
6,219 55 19,587 31.5 18,073 29.1 84 〇」4 92.3 0.5

4.078 29 &213 20.1 7,950 19.5 45 0.11 96.8 0.6
1,442 10 2,979 20.7 2.563 17.8 16 〇」1 86.0 0.6盂歌山

1,066 13 2,595 24.3 2,392 22.4 20 0.19 92.2 0.8

613 10 1,834 29.9 1,689 27.6 19 0.31 92.1 1.1
761 18 2,659 34.9 2,483 32.6 19 0.25 93.4 0.8

1,953 26 6,005 30.7 5,407 27.7 28 0.14 90.0 0.5
1,753 29 6,533 37.3 6,249 35.6 73 0.42 95.7 1.2

1,524 33 6,299 41.3 5,988 39.3 19 95.1 0.3
822 21 4,303 52.3 4,036 49.1 37 0.45 93.8 0.9

1,022 21 4,080 39.9 3,751 36.7 6 0.06 91.9 0.2

1,491 23 5,159 34.6 4,663 31.3 59 0.40 90.4 1.3

813 24 3,981 49.0 3,541 43.6 13 〇」6 88.9 0.4

2,590 65 13,682 52.8 12,987 50.1 124 0.48 94.9 1.0

876 19 4,477 51.1 4,218 48.2 54 0.62 94.2 1.3

1,513 39 8,314 55.0 7,760 51.3 51 0.34 93.3 0.7

1,860 46 9.014 48.5 8.566 46.1 86 0.46 95.0 1.0

1,221 29 5,447 44.6 5,290 43.3 45 0.37 97.1 0.9

1,169 26 6,230 53.3 5,792 49.5 5 0.04 93.0 0.1
鹿児島 1,783 51 10,111 56.7 9.628 54.0 107 0.60 95.2
沖縄 1,329 24 5,630 42.4 5,370 40.4 55 0.41 95.4 1.0

1.822 39 7,370 40.5 7,044 38.7 39 0.21 95.6 0.6

1.008 13 1,985 19.7 1,720 17.1 4 0.04 86.6 0.2
Uしリこ击

一 6 1,222 — 1,154 一 9 一 94.4 0.8

887 9 1,708 19.3 1,431 16.1 15 0.17 83.8 1.0

3,427 26 5,434 15.9 4,935 14.4 41 0.12 90.8 0.8

1,250 7 1,545 12.4 1,353 10.8 13 0.10 87.6 1.0
名古屋 2,172 16 4,842 22.3 4,428 20.4 71 0.33 91.4 1.6

1,468 13 3,937 26.8 3,602 24.5 5 0.03 91.5 〇」

2,599 5 277 1.1 186 0.7 3 0.01 67.1 1.6

1,493 13 3,753 25.1 3,386 22.7 12 0.08 90.2 0.4
広島 1,126 14 3,000 26.6 2,881 25.6 85 0.75 96.0 3.0
北九州 1,101 17 4,193 38.1 3,824 34.7 39 0.35 91.2 1.0
福岡 1,341 23 4,095 30.5 3,919 29.2 24 0.18 95.7 0.6
合 計 127,290 1,667 355,269 27.9 329.555 25.9 2,566 0.20 92.8 0.8
対前年計 127,290 1,670 356,621 28.0 330,666 26.0 2,767 0.22 92.7 0.8

〇 1 r-if+ 1 -
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（2）開設者別精神病院数、精神病床数の年次推移
（各年6月30日現在）

年 次

総 数 国 公 立 その他 

（法人•個人）国 都道 肘県 希町村 公的医療機関 計

炳院数 病床数 炳院数 炳床数 病院数 病床数 病院数 病床数 病院数 病床数 病院数 病床数 病院数 病床數

昭和45年 1,364 242, 022 63 7,428 64 16, 028 81 7, 828 47 5, 268 255 36,552 1,109 205, 470

50 1,454 275, 468 70 8, 606 66 16, 727 83 8,141 50 5,975 269 39. 449 1,185 236,019

55 1,521 304,469 79 & 984 68 17, 220 84 & 045 60 5, 857 281 40,106 1,240 264, 363

56 1,546 311,901 82 9,140 70 17, 248 84 8,177 50 5, 843 286 40, 408 1,260 271,493

57 1,570 318,186 84 9,180 70 17,082 84 & 248 50 5, 843 288 40, 353 1,282 277,833

58 1,585 324, 004 87 9, 267 71 17,108 84 8,131 50 5,876 292 40, 382 1,293 283, 622

59 1,597 329, 806 89 9,256 73 16, 961 83 & 044 50 5, 906 295 40,167 1,302 289,639

60 1,604 333, 570 89 9, 240 74 17, 006 83 & 135 50 5, 882 296 40, 263 1,308 293, 307

61 1,610 339,161 91 9, 306 75 17,179 81 7,950 50 5, 973 297 40, 408 1.313 298, 753

62 1,627 345, 494 91 9, 327 75 17,143 81 7,981 51 6,033 298 40, 484 1,329 305, 010

63 1,641 351,358 91 9, 276 76 17,138 82 8, 043 51 6, 033 300 40, 490 1,341 310, 868

平成元年 1,648 355,089 91 9, 284 77 17,112 83 & 101 51 6, 073 302 40, 570 1,346 314, 519

2 1,655 358, 251 91 9, 304 78 17,275 83 8,151 51 5,952 303 40, 682 1,352 317, 569

3 1,660 360, 303 92 9, 344 77 17, 224 83 8,151 51 5,915 303 40, 634 1,357 319, 669

4 1,663 361,830 92 9. 344 78 17, 274 83 & 231 52 5, 985 305 40,834 1,358 320, 996

5 1,672 363,010 92 9, 332 78 17,274 * 82 8,128 53 6, 075 305 40, 809 1,367 322,201

6 1,672 362,692 92 9, 332 78 17, 210 82 8,134 53 6, 049 305 40, 725 1,367 321,967

7 1.671 362,154 93 9, 324 79 17, 206 82 & 079 53 5,762 307 40,371 1,364 321,783

8 1,667 361,053 93 9, 347 80 17,227 82 & 083 52 5,685 307 40, 342 1,360 320, 711

9 1,669 360, 432 93 9,357 82 17,392 82 & 048 59 5, 971 316 40, 768 1,353 319,664

10 1,670 359, 563 94 9, 332 82 17, 338 82 7, 950 50 5, 514 308 40,134 1,362 319.429

11 1,670 35& 609 94 9, 207 83 17, 207 82 7,870 49 5, 432 308 39,716 1,362 31& 893

12 1,673 35& 597 93 9, 075 85 17,259 82 7,879 49 5, 239 309 39, 452 1,364 319,145

13 1,669 357,388 94 9, 081 87 17, 091 78 7, 657 49 5,116 308 38, 945 1,361 318, 443

14 1,670 356, 621 93 9, 071 88 17,144 77 7, 550 49 4, 985 307 3& 750 1,363 317, 871

15 1，667 355, 269 93 9, 059 87 16, 747 76 7,503 48 4,753 304 38, 062 1,363 317,207
資祜:精杯慄健擋俎:課制べ湖院報舎より作成）



（3）都道府県別開設者別精神病院数及び病床数 （平成15年6月30日現在）

都道府県 国 都道府県 市町村 公的医療機関 その他 計
法 人 個 人

施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病沬数 施設数 病床数 施設数 病床数

!北海道 2 283 4 572 14 1,670 9 733 53 10,268 7 863 89 14,389
2青森 1 41 1 350 5 483 1 111 17 3,673 〇 〇 25 4,658
3岩手 1 300 3 738 2 180 〇 〇 15 3,465 1 207 22 4,890
4宮城 〇 〇 1 354 〇 〇 〇 〇 16 3,126 3 218 20 3,698
5秋田 1 36 1 200 5 440 3 190 17 3,627 〇 〇 27 4,493
6山形 1 40 3 430 1 76 〇 〇 12 2,754 1 115 18 3,415
7福島 〇 〇 3 445 1 140 4 448 28 6,904 1 150 37 &087
8茨城 2 81 1 589 〇 〇 〇 〇 32 6,880 2 191 37 7,741
9栃木 〇 〇 1 255 〇 〇 4 372 22 4,653 1 121 28 5,401
10群馬 1 40 1 372 1 223 〇 〇 17 4,753 〇 〇 20 5,388
11埼玉 1 26 1 120 〇 〇 2 476 44 10.283 5 876 53 11,781
12千葉 1 350 〇 〇 2 400 1 50 42 10.770 1 84 47 11,654
13東京 9 1.082 12 2,054 1 52 〇 〇 83 20,667 11 1,833 116 25.688
14神奈川 2 303 〇 〇 1 38 〇 〇 29 6,716 2 233 34 7,290
15新潟 2 314 3 580 〇 〇 3 373 22 5,915 1 100 31 7,282
16富山 2 233 1 80 4 303 2 103 18 2,315 5 615 32 3,649
17石川 2 94 1 400 3 193 〇 〇 14 2,949 1 263 21 3,899
18福井 1 41 2 446 1 100 〇 〇 11 1,818 〇 〇 15 2,405
19山梨 1 40 1 300 〇 〇 〇 〇 9 2,259 〇 〇 11 2.599
20長野 2 320 2 356 〇 〇 6 562 22 3.555 1 643 33 5,436
21岐阜 2 51 1 120 2 112 1 54 13 3,910 1 127 20 4,374
22静岡 1 37 1 350 3 140 〇 〇 33 6,664 1 171 39 7,362
23愛知 〇 〇 2 230 2 262 1 100 29 6.986 5 1,483 39 9,061
24三重 2 300 3 604 1 50 1 350 9 2.830 3 1.014 19 5,148
25滋賀 1 45 1 100 〇 〇 2 207 8 1,963 〇 〇 12 2,315
26京都 2 201 1 266 〇 〇 〇 ・〇 6 2.047 1 159 10 2,673
27大阪 2 100 1 632 〇 〇 1 30 48 [&000 3 825 55 19,587
28兵庫 1 24 1 45 1 100 〇 〇 24 7,438 2 606 29 &213
29奈良 1 200 1 80 〇 〇 〇 〇 8 2,699 〇 〇 10 2,979
30和歌山 〇 〇 2 340 3 512 〇 〇 7 1,623 1 120 13 2,595
31鳥取 2 342 〇 〇 1 108 〇 〇 6 1,284 1 100 10 1.834
32島根 1 40 3 393 2 100 2 110 10 2,016 〇 〇 18 2,659
33岡山 1 56 1 240 〇 〇 〇 〇 22 5,599 2 110 26 6,005
34広島 2 400 〇 〇 3 471 1 120 22 5,211 1 331 29 6,533
35山 口 2 103 1 200 〇 〇 〇 〇 28 5,694 2 302 33 6,299
36徳島 1 45 1 100 1 112 1 20 17 4,026 〇 〇 21 4,303
3?香川 2 126 1 340 4 369 〇 〇 14 3,245 〇 〇 21 4,080
38愛媛 1 40 1 50 1 165 〇 〇 20 4,904 〇 〇 23 5,159
39高知 1 35 1 153 1 50 〇 〇 20 3,593 1 150 24 3.981
40福岡 3 30 2 350 〇 〇 〇 〇 57 12,253 3 1,049 65 13,682
41佐賀 2 599 〇 〇 〇 〇 〇 〇 14 3,246 3 632 19 4,477
42長崎 2 90 3 411 1 70 〇 〇 31 7,230 2 513 39 8,314
43熊本 3 250 1 190 〇 〇 〇 〇 42 &574 〇 〇 46 9,014
44大分 2 70 〇 〇 〇 〇 1 200 25 5,075 1 102 29 5,447
45宮崎 1 40 2 402 〇 〇 〇 〇 23 5,788 〇 〇 26 6,230
46鹿児島 1 45 1 340 〇 〇 〇 〇 47 9,584 2 142 51 10,111
47沖縄 2 390 3 456 〇 〇 〇 〇 19 4.784 〇 〇 24 5,630
48札幌 4 141 1 50 1 254 〇 〇 33 6,925 〇 〇 39 7,370
49仙台 3 137 〇 〇 1 16 〇 〇 8 1,712 1 120 13 1,985
50さいたまif 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 1,101 1 121 6 1.222
51千葉 3 722 1 50 1 60 〇 〇 4 876 〇 〇 9 1,708
52横浜 1 52 3 565 2 80 〇 〇 17 3,905 3 832 26 5,434
53川崎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 1,434 1 111 7 1,545
54名古屋 4 323 1 342 1 36 〇 〇 9 3,796 1 345 16 4,842
55京都 1 80 1 118 〇 〇 〇 〇 11 3,739 〇 〇 13 3,937
56大阪 〇 〇 1 44 2 95 1 84 1 54 〇 〇 5 277
5?神戸 1 46 1 495 〇 〇 〇 〇 9 2,809 2 403 13 3,753
58広島 1 20 1 50 1 43 〇 〇 10 2,777 1 110 14 3,000
59北九州 112 〇 〇 〇 〇 〇 〇 17 4,081 〇 〇 17 4,193
60福岡 2 143 〇 〇 〇 〇 1 60 14 2,617 6 1,275 23 4,095
合 計 93 9,059 87 16.747 76 7,503 48 4,753 1,269 299,442 94 17,765 1,667 355,269
資料:精神保健福祉課調べ（病院報告より作成）
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(4)都道府県別病棟形態別精神病棟数及び病床数

池性期痢协數 老人性痂呆疾息 精神療養 アル:3
精神病床 指定病床 2 洽療 療養 2 毛入利仟 象初

藥物混合 咒■忠・财 合併症

耐斑吨刼吨迹耐斑换斑 ・眈血 ■ 病床数 观
1

■应肚池工事・注M3* 病棟数 病床敷
北海道 14.389 439 1 60 2 100 6 309 11 519 32 1.698 1 50 15 735 2 85 70 1 67 〇 〇 ■■EU
音森 4.648 110 〇 〇 〇 〇 2 120 7 364 12 727 〇 〇 1 50 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岩手 4.890 155 〇 〇 〇 〇 1 50 1 50 1 60 〇 〇 2 115 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
當城 3.698 115 1 57 〇 〇 5 261 2 60 10 567 1 54 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 —-
秋田 4.493 93 1 38 〇 〇 2 100 3 150 13 713 1 60 9 393 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山形 3.415 85 3 180 〇 〇 〇 〇 6 345 12 684 〇 〇 4 216 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 44
福島 8.090 352 5 264 1 50 9 479 5 266 15 831 2 90 4 266 2 25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
茨城 7.741 225 〇 〇 〇 〇 2 100 5 239 35 1,931 1 42 6 263 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 104
栃木 5.401 280 5 258 2 87 1 50 2 110 39 2.058 4 210 1 68 1 25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2
祥烏 5,024 140 2 105 〇 〇 〇 〇 1 40 25 1,431 〇 〇 1 63 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
埼玉 11,705 600 3 161 〇 〇 11 578 29 1.545 32 1,724 9 479 1 24 1 40 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 30
千葉 11.654 222 3 178 2 90 4 163 9 439 71 3.977 〇 〇 12 675 2 115 〇 〇 〇 〇 1 50 〇 〇
棄京 25.688 255 8 410 1 33 8 379 18 986 46 2.560 3 192 23 1.269 11 524 〇 〇 1 46 8 264 13 540
神奈川 7.240 538 5 284 〇 〇 5 247 17 869 27 1,466 〇 〇 5 256 3 157 〇 〇 4 215 〇 〇 1 25
新潟 7.232 430 4 133 〇 〇 10 530 13 651 26 1.533 〇 〇 7 391 2 107 〇 〇 〇 〇 1 40 〇 〇
雷山 3.627 254 1 50 2 136 6 285 4 203 9 515 〇 〇 4 167 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
石川 3.899 80 2 74 〇 〇 4 184 7 386 22 1,195 〇 〇 5 193 1 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
福井 2,405 291 3 170 〇 〇 3 140 2 98 10 400 〇 〇 1 47 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山梨 2,599 125 〇 〇 〇 〇 2 98 1 60 9 487 〇 〇 2 114 1 32 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 52
長野 5,325 360 1 40 1 55 4 190 1 50 23 1.219 1 55 〇 〇 1 46 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岐車 4.374 460 〇 〇 〇 〇 2 92 5 268 13 779 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
静岡 7,316 1,042 6 360 3 157 1 50 12 689 30 1,626 2 114 2 58 3 247 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 24
愛知 9.000 340 2 102 〇 〇 2 90 2 120 25 1.352 〇 〇 7 382 2 103 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 20
三畫 5,148 300 1 53 〇 〇 3 140 1 50 13 722 1 60 1 50 1 50 〇 〇 〇 〇 2 104 〇 〇
滋賀 2,309 209 〇 〇 〇 〇 1 50 2 92 14 792 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 54
京都 2,627 40 3 151 〇 〇 2 100 1 53 5 288 〇 〇 9 493 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大阪 19,669 320 18 911 7 401 8 436 22 1.227 80 4.522 〇 〇 16 894 7 462 〇 〇 〇 〇 2 47 〇 〇

兵障 &O57 304 1 52 〇 〇 7 356 9 555 37 2,022 〇 〇 11 536 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
奈良 2,985 &〇 2 85 5 248 2 97 4 200 15 822 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50
和歌山 2.595 160 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 461 8 455 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
烏取 1,834 28 2 101 〇 〇 3 156 〇 〇 9 515 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

島根 2,659 60 1 30 〇 〇 4 209 2 110 14 771 〇 〇 3 165 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 32 〇 〇

岡山 5,948 160 5 224 〇 〇 5 282 12 644 26 1.373 5 114 6 364 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 9
広島 6.533 263 2 115 〇 〇 9 455 6 301 30 1.740 〇 〇 4 220 6 331 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 124
山口 6.297 243 2 88 〇 〇 4 198 8 433 26 1.410 4 218 11 574 3 127 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

植島 4.299 170 〇 〇 〇 〇 2 95 3 168 16 934 〇 〇 2 75 〇 〇 〇 〇 1 63 〇 〇 1 17
香川 4,080 12:0 2 128 〇 〇 2 95 4 172 18 989 2 98 2 101 2 28 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 17
爱媛 5.156 360 2 104 〇 〇 3 158 5 258 17 890 1 40 2 96 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高知 3.981 100 3 137 〇 〇 〇 〇 4 204 25 1,416 〇 〇 〇 〇 1 50 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福岡 13.425 680 9 438 〇 〇 18 1,020 8 430 55 3.078 〇 〇 13 712 2 128 1 72 6 374 〇 〇 3 109
佐賀 4,467 180 〇 〇 〇 〇 4 214 3 180 17 928 〇 〇 5 265 1 50 1 56 〇 〇 2 112 3 153
長崎 8.314 242 2 98 〇 〇 5 268 3 161 45 2,546 〇 〇 5 298 1 53 〇 〇 〇 〇 1 18 1 6
鶴本 9,011 345 6 263 〇 〇 5 253 13 674 35 1,970 〇 〇 7 341 〇 〇 〇 〇 1 66 〇 〇 〇 〇

大分 5,447 33,0 1 54 〇 〇 7 374 9 514 24 1,315 1 61 1 50 3 189 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

SKfi 6,230 180 1 45 〇 〇 4 185 3 170 35 1.914 〇 〇 4 252 1 126 〇 〇 1 97 〇 〇 〇 〇

慮児島 10,060 470 2 99 2 122 4 216 16 811 ,23 1,340 1 60 5 195 2 132 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 34
沖縄 5.634 152 5 207 〇 〇 9 460 4 214 32 1,841 〇 〇 4 232 1 50 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 4
札幌市 7,339 430 2 105 1 58 4 216 10 538 48 2,849 〇 〇 4 223 1 52 〇 〇 〇 〇 1 28 〇 〇

仙台市 1,985 80 1 50 〇 〇 2 66 3 150 13 770 〇 〇 〇 〇 1 50 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

さいたま市 1,222 60 1 56 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

千葉市 1,609 32 3 90 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 180 〇 〇 1 50 〇 〇 1 40 〇 〇 1 32 1 50
橫浜市 5,393 395 3 151 〇 〇 3 130 6 294 13 644 〇 〇 3 132 3 80 〇 〇 〇 〇 1 40 1 16
川婀市 1,583 127 〇 〇 〇 〇 1 52 2 111 3 157 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

名古矗市 4,842 170 4 205 〇 〇 〇 〇 〇 〇 21 1,132 〇 〇 3 182 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

京都市 3,852 60 1 50 〇 〇 1 60 3 180 6 332 5 312 22 1,407 1 50 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大阪市 277 1,073 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 22 〇 〇

神戸市 3,753 140 1 60 3 160 2 100 〇 〇 7 412 〇 〇 1 55 3 173 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

広島市 3.000 18,3 1 60 〇 〇 4 210 3 170 15 789 〇 〇 2 120 1 54 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北九州市 4,131 22:0 4 144 〇 〇 8 390 3 155 17 928 〇 〇 4 220 1 32 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 44
福岡市 4,095 178 2 78 〇 〇 2 120 1 24 22 1,201 〇 〇 2 120 1 63 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50
合計 353,699 15,645 149 7.356 32 1.69 7 228 11.656 336 17,750 1.324 73.526 53 2,764 265 14.167 75 3.842 4 238 15 928 22 789 57 1.625



(5 )都道府県別入院形態別在院患者数
(平成15年6月30日現在)

都道府県 措置 医療保護 任意 その他 計
!北海道 61 2,678 9,967 394 13,100
2 青森 22 1,139 3,013 12 4,186
3 岩手 44 766 3,735 〇 4,545
4 宮城 17 969 2,460 3 3,449
5 秋田 21 1,600 2,573 〇 4,194
6 山形 20 1,142 2,077 〇 3,239
7 福島 38 2,454 4,741 25 7,258
8 茨城 60 2,127 4,898 3 7,088
9 栃木 76 1,892 2,912 2 4,882
10群馬 22 1,913 2,754 〇 4,689
11埼玉 150 4,845 5,791 328 11,114
12千葉 35 4,342 6,575 〇 10,952
13東京 272 7,509 15,293 87 23,161
14神奈川 41 3,402 3,260 1 6,704
15新潟 29 3,999 2,843 13 6.884
16 富山 30 1,795 1,660 〇 3,485
1？石川 13 1,626 2,087 〇 3,726
18福井 15 697 1,508 〇 2,220
19山梨 11 857 1,466 〇 2,334
20長野 54 1,148 3,771 〇 4,973
2!岐阜 40 1,349 2,723 1 4,113
22静岡 41 2,221 4,336 〇 6,598
23愛知 61 2,502 5,776 191 8,530
24三重 19 1,529 3,309 〇 4,857
25滋賀 40 811 1,295 〇 2,146
26京都 9 792 1,606 〇 2,407
27大阪 84 6,976 10,791 448 1&299
28兵庫 45 2,432 5,277 198 7,952
29奈良 16 1,558 985 1 2,560
30和歌山 20 931 1,441 〇 2,392
31鳥取 19 615 1,061 1 1,696
32島根 19 1,122 1,335 17 2,493
33 岡山 28 1,744 3,508 132 5,412
34広島 73 2,275 3,898 〇 6,246
35 山口 19 2,885 3,082 〇 5,986
36徳島 37 910 3,089 1 4,037
37香川 6 571 3,172 1 3,750
38愛媛 59 1,936 2,671 〇 4,666
39高知 13 1,136 2,361 27 3,537
40福岡 124 3,803 8,598 194 12,719
41佐賀 54 1,245 2,878 35 4,212
42長崎 51 1,816 5,871 22 7,760
43 86 3,247 5,232 〇 8,565
44大分 45 1,859 3.386 〇 5,290
45 宮崎 5 1,092 4,695 〇 5,792
46鹿児島 107 3,160 6,361 〇 9,628
47 55 1,426 3,889 〇 5,370
48札幌 39 2,659 4,062 298 7,058
49仙台 4 672 1,043 〇 1,719
50さいたま讦 9 595 550 〇 1,154
5i千葉 15 791 625 〇 1,431
52横浜 41 2,670 2,226 1 4,938
53川崎 13 497 844 〇 1,354
54名古屋 71 1,705 2,648 1 4,425
55京都 5 1,193 2,410 〇 3,608
56大阪 3 14 171 1 189
57神戸 12 1,334 2,043 1 3,390
58広島 85 1,046 1,730 20 2,881
59北九州 39 1,002 2,798 〇 3,839
60福岡 24 1,131 2,761 2 3,918
合 計 2,566 114,152 209,921 2,461 329,100

資料:精神保健福祉課調
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(6)都道府県別入院期間別在院患者数①
(平成15年6月30日)

楷置入院患者 枚

1ヶ月未満 〜3ヶ月未 〜6ヶ月未 ~1年未満 ~5年未満 〜10年未満 ~20年未満 20年以上 合計

北海道 2 6 4 2 16 4 5 22 61
青森 3 5 1 1 7 3 〇 2 22
岩手 1 4 4 2 13 5 12 3 44
宮城 3 3 3 3 3 〇 1 1 17
秋田 2 2 3 4 5 〇 2 3 21
山形 〇 2 3 3 4 6 〇 2 20
福島 3 3 4 〇 10 2 5 11 38
茨城 6 16 1 11 16 4 4 2 60
栃木 20 24 8 4 12 3 • 3 2 76
群馬 8 1 1 〇 2 1 2 7 22
埼玉 19 22 16 16 26 19 4 28 150
千葉 6 6 8 3 5 6 1 〇 35
東京 121 86 19 14 15 11 5 1 272
神奈川 18 8 2 6 4 2 1 〇 41
新潟 10 6 3 1 2 2 1 4 29
富山 1 2 4 2 9 2 5 5 30
石川 〇 2 2 3 1 3 2 〇 13
福井 2 1 1 3 〇 〇 〇 8 15
山梨 1 4 1 〇 〇 1 〇 4 11
長野 6 10 3 4 17 5 2 7 54
岐阜 1 〇 1 1 4 2 7 24 40
静岡 7 10 4 6 5 〇 3 6 41
愛知 5 9 9 5 20 10 1 2 61
三重 3 2 1 〇 1 1 3 8 19
滋賀 3 4 3 2 10 2 3 13 40
京都 3 1 1 2 1 〇 1 〇 9
大阪 26 21 12 8 13 2 2 〇 84
兵庫 3 4 1 4 6 6 8 13 45
奈良 3 4 1 1 3 3 〇 1 16
和歌山 4 4 1 1 2 〇 〇 8 20
鳥取 〇 2 2 3 7 4 1 〇 19
島根 2 10 1 3 2 〇 〇 1 19
岡山 2 9 1 1 9 2 1 3 28
広島 15 18 8 6 14 3 2 7 73
山口 3 4 1 〇 5 〇 1 5 19
徳島 1 3 2 〇 8 6 4 13 37
香川 2 1 1 1 1 〇 〇 〇 6
愛媛 3 6 1 2 13 6 5 23 59
高知 3 1 1 2 2 1 3 〇 13
福岡 9 13 8 9 37 17 6 26 124
佐賀 2 3 5 7 11 5 2 19 54
長崎 5 3 5 11 9 4 6 8 51
熊本 10 13 14 6 22 8 2 11 86
大分 1 4 4 6 14 1 5 10 45
宮崎 1 1 1 1 〇 〇 〇 1 5
鹿児島 10 8 8 3 16 10 15 37 107
沖縄 5 14 8 9 9 3 6 1 55
札幌市 〇 7 1 1 11 4 4 11 39
仙台市 3 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 4

さいたま市 1 4 1 2 1 〇 〇 〇 9
千葉市 3 6 2 2 2 〇 〇 〇 15
横浜市 21 9 1 2 5 2 1 〇 41
川崎市 5 2 2 2 1 〇 1 〇 13
名古屋市 4 3 6 10 31 7 6 4 71
京都市 3 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 5
大阪市 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4
神戸市 1 〇 3 2 1 3 〇 2 12
広島市 18 20 8 6 15 10 4 4 85
北九州市 2 7 5 2 9 2 7 5 39
福岡市 1 4 2 3 8 〇 〇 6 24
合計 430 447 228 214 495 205 165 384 2,567
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(6)都道府県別入院期間別在院患者数②
(平成15年6月30日)

医療保護入院患者数

1ヶ月未満 〜3ヶ月未 ~6ヶ月未 〜1年未満 ~5年未満 〜10年未満 〜20年未満 20年以上 合計

北海道 249 248 178 241 681 287 352 442 2.678
青森 117 143 111 145 282 129 110 102 1.139
岩手 59 102 54 57 190 100 98 106 766
宮城 72 116 100 92 278 128 93 90 969
秋田 123 151 131 176 443 196 158 222 1,600
山形 90 131 100 116 400 99 96 110 1,142
福島 176 202 200 213 649 277 284 453 2,454
茨城 140 190 140 177 590 261 263 366 2,127
栃木 114 134 105 134 514 270 272 349 1,892
群馬 118 141 117 134 485 233 279 406 1,913
埼玉 302 535 405 517 1,273 520 583 710 4,845
干葉 287 366 349 383 1.478 536 467 474 4,340
東京 811 1,068 717 789 2,047 798 666 613 7,509
神奈川 268 384 281 363 1,046 435 326 299 3,402
新潟 264 340 265 353 1,160 526 446 645 3,999
富山 149 156 119 155 578 238 174 226 1,795
石川 102 161 136 142 491 182 181 231 1,626
福井 77 83 54 75 166 95 66 81 697
山梨 80 11 40 68 234 87 105 166 857
長野 92 108 92 109 312 110 120 205 1,148
岐阜 122 130 92 91 362 132 173 247 1,349
静岡 219 236 177 197 579 221 262 330 2,221
愛知 174 181 162 199 652 352 404 378 2,502
三重 131 165 118 147 423 200 167 178 1,529
滋賀 64 82 51 88 234 87 96 109 811
京都 79 88 70 56 212 102 78 107 792
大阪 609 667 595 605 2,206 783 694 732 6,891
兵庫 163 181 134 166 614 313 380 481 2,432
奈良 96 153 89 125 447 206 201 241 1,558
和歌山 49 62 56 54 154 110 153 293 931
鳥取 36 58 46 55 171 86 87 76 615
島根 84 98 89 129 421 116 78 108 1,123
岡山 103 206 135 178 531 210 179 202 1,744
広島 133 206 165 204 705 337 242 283 2,275
山口 137 215 181 250 899 351 350 502 2,885
徳島 34 43 29 40 189 146 183 246 910
香川 54 59 40 57 157 63 66 75 571
愛媛 123 180 139 175 478 201 289 351 1,936
高知 103 108 88 111 342 129 115 140 1,136
福岡 242 329 288 358 1,284 498 433 371 3,803
佐賀 77 116 92 124 381 132 153 170 1,245
長崎 90 130 126 149 594 203 195 329 1,816
熊本 162 251 166 260 942 427 411 628 3,247
大分 108 179 123 159 512 203 239 336 1,859
宮崎 61 76 79 73 286 165 148 204 1,092
鹿児島 132 186 197 200 917 464 488 576 3,160
沖縄 110 160 121 151 491 145 147 101 1,426
札幌市 167 203 157 225 826 412 358 311 2,659
仙台市 47 74 71 144 213 50 32 41 672

さいたま市 42 51 28 39 191 76 67 101 595
千葉市 83 101 57 77 153 91 97 132 791
横浜市 184 276 213 266 909 320 261 241 2,670
川崎市 30 41 42 52 164 59 60 49 497
名古屋市 94 153 79 119 436 228 273 323 1,705
京都市 67 113 107 136 446 167 82 75 1,193
大阪市 5 4 2 3 〇 〇 〇 〇 14
神戸市 90 118 104 120 396 179 166 161 1,334
広島市 70 90 87 102 311 97 154 135 1,046
北九州市 76 83 93 86 335 113 111 105 1,002
Is岡市 102 135 102 101 280 134 134 143 1,131
合計 8,242 10,823 &484 10,310 33,140 13,815 13,345 15,907 114,066
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(6)都道府県別入院期間別在院患者数③
(平成15年6月30日)

任意入院患者?效

1ヶ月未満 〜3ヶ月未 ~6ヶ月未 〜1年未満 〜5年未満 ~1〇年未満 〜20年未満 20年以上 合計

北海道 755 811 599 831 3.122 1.434 1,190 1,225 9,967
青森

213 295 157 186 698 431 465 568 3,013
岩手 228 343 256 307 1,056 531 557 457 3,735
宮城 163 207 147 191 652 410 369 321 2,460
秋田 167 218 149 160 651 412 389 427 2,573
山形 200 215 140 165 591 301 243 222 2,077
福島 295 295 249 259 1,141 782 790 930 4,741
茨城 209 262 206 260 1.056 794 913 1,198 4,898
栃木 123 190 152 201 700 409 501 636 2,912
群馬 213 186 141 198 699 455 418 444 2,754
埼玉 415 543 440 587 1,556 748 728 774 5,791
千葉 428 467 328 367 1,791 1,068 1,145 983 6,577
東京 1,352 1,433 1,060 1,130 4,247 2,247 1,951 1,873 15,293
神奈川 268 434 229 241 933 487 354 314 3,260
新潟 200 244 193 208 625 425 397 551 2,843
富山 195 126 83 88 397 289 220 262 1,660
石川 118 152 104 165 534 310 289 415 2,087
福井 125 135 93 96 322 205 227 305 1,508
山梨 119 123 79 81 300 218 229 317 1,466
長野 387 350 231 267 1,004 540 445 547 3,771
岐阜 184 201 160 149 620 427 499 483 2,723
静岡 282 366 311 340 1,031 649 676 681 4,336
愛知 389 474 335 444 1,557 932 891 754 5,776
三重 201 271 146 220 831 498 523 619 3,309
滋賀 97 100 77 83 344 181 168 245 1,295
京都 85 127 99 93 439 227 247 289 1,606
大阪 884 1,060 681 720 3,104 1,618 1,358 1,102 10,527
兵庫 303 316 307 408 1,603 869 711 760 5,277
奈良 79 74 50 59 257 134 139 193 985
和歌山 77 99 71 78 370 222 175 349 1,441
鳥取 81 66 62 80 284 165 158 165 1,061
島根 159 149 88 90 342 194 160 152 1,334
岡山 283 326 261 302 1,040 439 421 436 3,508
広島 246 292 259 305 1,222 590 483 501 3,898
山口 200 200 181 236 849 469 396 551 3,082
德島 140 164 164 196 774 571 495 585 3,089
香川 181 232 171 217 881 436 433 621 3,172
愛媛 177 214 155 161 652 416 420 476 2,671
高知 212 212 162 202 630 314 307 322 2,361
福圖 517 710 515 634 2,661 1,269 1,221 1,071 &598
佐賀 178 220 201 253 880 380 383 383 2,878
長崎 337 403 321 418 1,780 788 857 967 5,871
熊本 361 466 319 348 1,456 771 620 891 5,232
大分 166 252 215 288 1,111 515 439 400 3,386
宮崎 285 306 280 364 1,282 748 656 774 4,695
鹿児島 281 401 348 423 1,750 1,081 999 1,078 6,361
沖縄 297 305 232 262 1,190 684 597 322 3,889
札幌市 402 398 239 355 1,229 600 457 382 4,062
仙台市 83 134 66 116 239 132 125 148 1,043

さいたま市 30 45 24 28 176 86 69 92 550
千葉市 33 47 32 45 116 86 101 165 625
横浜市 265 267 132 154 564 369 255 220 2,226
川崎市 74 81 80 47 190 131 130 111 844
名古屋市 172 226 138 199 656 451 414 392 2,648
京都市 139 168 135 165 732 483 298 288 2.408
大阪市 85 44 14 15 11 1 〇 〇 170
神戸市 187 209 130 162 577 332 257 189 2,043
広島市 177 155 120 130 484 244 239 181 1,730
北九州市 191 264 188 193 866 391 395 310 2,798
福岡市 243 285 179 200 758 400 393 303 2,761
合計 14,936 17,358 12,684 15,170 57,613 31,789 29,385 30,720 209,655
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(6)都道府県別入院期間別在院患者数④
(平成15年6月30日)

その他入院患者数

1ヶ月未満 ~3ヶ月未 〜6ヶ月未 〜1年未満 〜5年未満 〜10年未満 〜20年未満 20年以上 合計

北海道 13 16 23 4 20 11 49 258 394
青森 5 3 2 2 〇 〇 〇 〇 12
岩手 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

宮城 〇 1 1 1 〇 〇 〇 〇 3
秋田 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山形 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福島 4 3 1 1 7 4 3 2 25
茨城 〇 〇 1 1 1 〇 〇 〇 3
栃木 1 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 2
群馬 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

埼玉 〇 〇 〇 〇 21 30 100 177 328
千葉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東京 13 13 15 15 26 1 3 1 87
神奈川 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 1
新潟 3 2 3 1 3 〇 1 〇 13
富山 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

石川 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福井 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山梨 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

長野 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

岐阜 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
静岡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

愛知 1 2 1 3 17 19 46 102 191
三重 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

滋賀 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

京都 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大阪 6 10 12 .9 54 46 138 173 448
兵庫 〇 〇 〇 2 66 95 35 〇 198
奈良 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 1
和歌山 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鳥取 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 1
島根 〇 3 1 1 10 1 1 〇 17
岡山 21 7 21 23 46 9 5 〇 132
広島 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山口 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

徳島 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 1
香川 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
愛媛 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高知 3 2 〇 〇 11 8 2 1 27
福岡 〇 14 16 32 83 27 20 2 194
佐賀 〇 2 2 2 20 8 〇 1 35
長崎 8 2 3 〇 9 〇 〇 〇 22
熊本 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大分 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

宮崎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

鹿児島 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

沖縄 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

札幌市 5 3 3 3 40 29 59 156 298
仙台市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

さいたま市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

千葉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

横浜市 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
川崎市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

名古屋市 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
京都市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大阪市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 1
神戸市 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
広島市 12 7 1 〇 〇 〇 〇 〇 20
北九州市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福岡市 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 2
合計 99 92 107 100 437 290 463 873 2,461
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(6)都道府県別入院期間別在院患者数⑤
(平成15年6月30日)

在院患者数

1ヶ月未満 ~3ヶ月未 〜6ヶ月未 〜1年未満 〜5年未満 〜10年未満 ~20年未満 20年以上 合計

北海道 1,019 1,081 804 1.078 3,839 1,736 1,596 1,947 13,100
青森 338 446 271 334 987 563 575 672 4,186
岩手 288 449 314 366 1,259 636 667 566 4,545
宮城 238 327 251 287 933 538 463 412 3,449
秋田 292 371 283 340 1,099 608 549 652 4，194
山形 290 348 243 284 995 406 339 334 3,239
福島 478 503 454 473 1,807 1,065 1,082 1,396 7,258
茨城 355 468 348 449 1,663 1,059 1,180 1.566 7,088
栃木 258 348 265 339 1,227 682 776 987 4,882
群馬 339 328 259 332 1,186 689 699 857 4,689
埼玉 736 1,100 861 1,120 2,876 1,317 1,415 1,689 11,114
千葉 721 839 685 753 3,274 1,610 1,613 1,457 10,952
東京 2,297 2,600 1.811 1,948 6,335 3,057 2,625 2,488 23,161
神奈川 554 826 512 610 1,984 924 681 613 6,704
新潟 477 592 464 563 1,790 953 845 1,200 6,884
富山 345 284 206 245 984 529 399 493 3,485
石川 220 315 242 310 1,026 495 472 646 3,726
福井 204 219 148 174 488 300 293 394 2,220
山梨 200 204 120 149 534 306 334 487 2,334
長野 485 468 326 380 1,333 655 567 759 4,973
岐阜 308 331 253 241 986 561 679 754 4,113
静岡 508 612 492 543 1,615 870 941 1,017 6,598
愛知 569 666 507 651 2,246 1,313 1.342 1.236 8,530
三重 335 438 265 367 1,255 699 693 805 4,857
滋賀 164 186 131 173 588 270 267 367 2,146
京都 167 216 170 151 652 329 326 396 2,407
大阪 1,525 1,760 1,300 1,342 5,377 2,449 2,193 2,004 17,950
兵庫 469 501 442 580 2,289 1,283 1,134 1,254 7,952
奈良 178 231 140 185 707 344 340 435 2,560
和歌山 130 165 128 133 526 332 328 650 2,392
鳥取 117 126 111 138 462 255 246 241 1,696
島根 245 260 179 223 775 311 239 261 2,493
岡山 409 548 418 504 1,626 660 606 641 5,412
広島 394 516 432 515 1,941 930 727 791 6,246
山口 340 419 363 486 1,753 820 747 1,058 5,986
徳島 175 210 195 236 972 723 682 844 4,037
香川 237 293 212 275 1,039 499 499 696 3,750
愛媛 303 400 295 338 1,143 623 714 850 4,666
高知 321 323 251 315 985 452 427 463 3,537
福岡 768 1,066 827 1,033 4.065 1,811 1,679 1,470 12,719
佐賀 257 341 300 386 1,292 525 538 573 4,212
長崎 440 538 455 578 2,392 995 1,058 1,304 7.760
熊本 533 730 499 614 2,420 1,206 1,033 1,530 8,565
大分 275 435 342 453 1,637 719 683 746 5,290
宮崎 347 383 360 438 1,568 913 804 979 5,792
鹿児島 423 595 553 626 2,683 1,555 1,502 1,691 9.628
沖縄 412 479 361 422 1,690 832 750 424 5,370
札幌市 574 611 400 584 2,106 1,045 878 860 7,058
仙台市 133 208 138 260 452 182 157 189 1,719

さいたま市 73 100 53 69 368 162 136 193 1,154
千葉市 119 154 91 124 271 177 198 297 1,431
横浜市 470 553 346 422 1,478 691 517 461 4,938
川崎市 109 124 124 101 355 190 191 160 1,354
名古屋市 271 382 223 328 1,123 686 693 719 4,425
京都市 209 281 242 301 1,178 652 380 363 3,606
大阪市 94 47 16 18 11 1 1 〇 188
神戸市 279 327 237 284 974 514 423 352 3,390
広島市 277 272 216 238 810 351 397 320 2,881
北九州市 269 354 286 281 1,210 506 513 420 3,839
福岡市 347 424 283 304 1,046 535 527 452 3,918
合計 23,707 2&721 21,503 25,794 91,685 46,099 43,358 47,881 328,748
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(7)精神障害者診察、申請・通報•届出状況の推移

賀料:精神葆泌福祉諌擴べ(葆ギ 亦星行政報吿•洌!り作成!

年

次

甲 請 ・ 通 報 ・ 届 出 件 数

総

計

調査により 

診察の必要 

がないと認、 

めた者

診系V艮-けた者

一般からの 

申 請

警察官から 

の通報

検察官から 

の通報

保瞬観察所 
の鼻からの

矯 

長 

通

正施設の 

からの 

報

精神病院の 

管理者から
精神隔1害看

精神障害者 

でなかった 

者

法第2 9条 
孩当症状の 

者

法第2 9条 
孩当症状で 

なかった者

通 報 の届 出

昭和41年 23, 433 6, 046 1,165 116 749 543 32,052 2, 300 18,258 10, 481 76

4 5 17,163 5,981 997 125 487 908 25,661 1,766 16, 820 6, 625 76

5 〇 9, 084 5,107 1,156 38 364 720 16, 469 1,930 9, 383 4,617 126

5 5 3,525 4,152 1,137 30 341 371 9, 556 1,956 4, 791 2, 433 82

5 6 3, 036 4,150 1,126 32 328 292 8, 964 2, 277 4,110 2, 452 66

5 7 2, 213 4, 394 1,169 30 327 257 & 390 2,405 3, 438 2,376 69

5 8 2, 056 3, 761 1,100 24 279 260 7,480 2, 007 3, 293 2, 030 62

5 9 1,744 3,611 1,090 26 250 231 6, 952 1,977 3, 060 1,851 54

6 〇 1,336 3, 510 1,190 16 263 165 6, 480 1,990 2, 727 1,715 45

6 1 1,125 3,485 1,007 14 264 145 6, 040 2, 037 2,313 1,639 43

6 2 790 3, 270 1,077 18 234 91 5, 480 1,905 1,947 1,582 44

6 3 740 3, 644 1,100 13 276 91 5,864 1,913 2,239 1,629 48

平成元年 734 3, 511 1,071 26 295 65 5, 702 1,850 2, 246 1,624

2 581 3,665 1,058 12 278 52 5, 646 1,902 2,164 1,586

3 533 3, 581 1,026 19 246 55 5,460 1,745 2, 283 1,421

4 458 3,710 1,029 16 277 54 5, 544 1,655 2, 530 1,370

5 463 3, 788 1,077 13 253 48 5, 642 1,769 2, 643 1,257

6 501 3, 859 1,096 12 230 60 5,758 1,721 2, 732 1,230

7 394 4, 202 1,031 10 ;231 61 5,929 1,612 3, 074 1,196

8 470 4, 547 1,080 14 257 49 6,417 1,815 3, 430 1,156

9 386 4, 827 1,028 13 237 49 6, 540 2, 004 3, 358 1,164

! 〇 414 4, 707 977 11 311 52 6, 472 2,126 3, 240 1,091

11 434 5,245 951 14 325 45 7,014 2, 323 3,497 1,177

1 2 511 7, 557 1，075 7 397 44 9, 591 3, 402 4, 546 1,641

1 3 480 8,012 1,041 9 495 60 10, 097 3,716 4, 497 1,875

1 4 563 8, 487 1,096 10 852 45 11,053 4, 252 4, 792 2, 009

1 5 526 8, 876 1,055 16 1,266 37 11,776 4, 768 4, 965 2, 028



(8)都道府県別疾恵名別在院患者数

2
9

症状性を含む器質性精神障害(F0)

計

桶幵作用初］Nによ理 
及び行動の障害(F1)

箱神分裂購、 
分裂購型障害 
及び妄总性障

WCF2)

気分(感情)障
BCF3)

神経症性障 
書.ストレス関 
連障書および 
身体表現性障 

書(F4)

生理的障害及 
び身体的要因 
に関連した行 
動症候群(F5)

成人の人格及 
び行動の障害

(F6)
精神遅潘(F7) 心理的発連の 

障書(F8)

小児期及び#年 
期に通常毙症す 
る行動m債** 
の障書及び特定 
不储のfi!神I・書 

(FB)

てんかん その他 合計tt
アルツハイ 

マー病の输呆
(F00)

血管性痴果
{F01)

上紀以并の症状 
性を含むH負性 
精神 WWCF02- 

09)

アルコール侵聘 
によるm持及び 
行・bの障書 

(F1D)

覚せい剤によ 
る精神及び行 
動の!*書

アルコール.覚 
せい剤を除く SI 
神作用狗贅使用 
による縉神及び 
行動の離書

北海道 2,931 722 1,279 930 922 878 12 32 6,467 1.123 347 47 67 423 16 6 387 364 13.100
脅森 723 172 366 185 210 201 2 7 2.615 270 127 13 28 91 12 3 86 8 4 186
岩手 577 218 217 142 296 287 3 6 2,852 330 117 12 23 166 〇 9 101 62 4 545
宮城 643 176 290 177 119 109 6 4 2,026 357 66 8 12 75 1 5 106 31 3 449
秋田 926 306 484 136 224 210 9 5 2.285 359 83 8 15 1110 4 〇 111 29 4 194
山形 609 173 323 113 124 121 〇 3 1,836 302 144 3 28 93 1 1 62 36 3 239
福島 1,278 287 582 409 279 256 13 10 4,466 409 153 7 50 370 3 2 183 58 7.258
茨城 833 167 335 331 283 251 15 17 5,032 325 123 11 22 2118 3 8 156 74 7,088
栃木 481 105 117 259 156 138 9 9 3.404 366 68 5 15 175 1 11 129 71 4.882
群爲 429 101 143 185 213 185 22 6 3,387 285 100 20 23 126 1 2 89 14 4.689
绮玉 2.838 823 1,057 958 298 262 14 22 6,641 672 200 26 35 193 17 4 147 43 11.114
千葉 1.789 576 435 778 641 594 34 13 7.078 738 279 19 64 1115 9 11 126 83 10.952
東京 3.103 1,191 996 916 1,164 1.014 81 69 14.711 1,994 446 89 290 521 83 259 358 143 23.161
神奈川 1.578 560 635 383 408 380 19 9 3.821 484 137 32 44 78 7 5 S8 22 6.704
新潟 1.454 567 557 330 250 238 1 11 3.740 637 142 24 63 3114 1 2 138 119 6.884
雷山 657 196 231 230 114 113 〇 1 2.145 271 90 4 26 101 4 6 61 6 3.485
石川 833 268 332 233 72 71 〇 1 2.230 252 89 1 18 112 1 3 86 29 3.726
福井 390 188 71 131 77 72 〇 5 1.363 218 72 9 14 36 1 7 20 13 2.220
山梨 224 99 53 72 101 91 8 2 1.617 161 51 10 13 98 2 1 38 18 2,334
長野 520 189 159 172 283 274 3 6 3.372 386 121 15 42 90 1 3 105 35 4.973
岐阜 419 107 187 125 161 1S1 1 9 2,799 290 124 5 38 1115 1 5 108 48 4,113
静個 823 287 314 222 399 357 24 18 4.340 462 218 13 23 125 2 1 82 110 6,598
爱知 842 185 317 340 549 492 19 38 5.578 631 170 5 65 386 15 12 174 103 8,530
三孃 511 101 100 310 206 194 5 7 3.078 340 198 9 30 146 39 26 83 191 4.857
滋賀 352 134 91 127 62 55 4 3 1,283 213 78 10 12 37 3 14 52 30 2.146
京都 466 89 196 181 37 31 3 3 1,563 206 35 2 13 31 5 7 30 12 2.407
大阪 3.321 987 962 1,365 1.268 1.084 103 80 10.994 1.214 198 73 89 350 52 22 217 149 17.950
兵庫 1.494 351 441 702 297 263 15 13 4,933 356 172 14 23 239 4 16 122 282 7,952
奈良 499 221 204 74 90 66 9 15 1.609 215 37 6 14 62 1 2 14 11 2.560
和歌山 143 52 28 63 60 51 2 7 1,920 118 38 2 19 66 1 5 15 5 2.392
烏取 224 91 59 74 99 95 2 2 1.130 119 32 1 19 28 1 3 19 21 1.696
島根 593 209 246 138 108 106 1 1 1,358 210 77 4 16 49 〇 8 29 41 2.493
岡山 1.376 463 642 271 246 230 7 9 2,940 349 140 19 23 139 9 〇 75 96 5,412
広島 1.408 536 535 337 587 557 24 6 3.396 401 56 20 26 201 1 2 91 57 6,246
山口 1.351 523 550 278 297 291 2 4 3,499 271 81 3 59 179 4 10 89 143 5.986
徳島 373 43 100 230 191 175 11 5 2.922 142 75 15 39 145 1 2 87 44 4.037
香川 596 165 204 227 242 217 16 9 2.408 183 50 4 19 121 1 2 85 39 3.750
愛媛 687 250 177 260 246 226 15 5 3.068 260 93 3 51 109 2 7 95 45 4.666
高如 628 222 287 119 296 285 7 4 2,108 227 69 6 14 89 1 10 58 31 3,537
福岡 2.736 717 1.250 768 997 850 98 49 6.696 891 287 50 222 4；!8 6 6 192 208 12,719
佐賀 982 407 317 258 205 180 7 18 2.396 254 94 8 39 98 5 2 51 78 4.212
彌 1,302 434 476 392 551 535 5 11 4.589 512 126 8 62 351 4 6 170 79 7760
熊本 1.797 475 786 536 439 396 20 23 4,948 452 137 37 72 353 4 29 206 91 8,565
大分 1,138 568 429 141 311 305 3 3 3.248 284 57 6 9 115 2 7 105 8 5,290
宮嫡 1,455 401 708 346 387 382 1 4 3,040 304 88 4 21 321 9 〇 123 40 5.792
鹿児島 1.610 491 715 404 480 466 5 9 6.003 642 90 1 47 318 1 56 236 144 9.628
沖縄 1.081 249 418 414 228 216 2 10 3,572 179 67 8 8 32 〇 5 41 149 5.370
札幌市 1,071 397 391 283 488 450 20 18 3.804 727 217 48 56 373 28 4 204 35 7.055
仙台市 498 133 202 163 67 62 1 4 875 163 48 9 6 5 〇 1 23 24 1.719

さいたま市 41 4 13 24 20 16 1 3 1.005 37 15 3 2 16 〇 1 11 3 1，154
千葉市 121 12 34 75 80 40 29 11 1.040 96 51 3 9 19 〇 3 9 1 1.432
横浜市 744 366 149 229 258 205 29 24 3.187 389 134 13 42 53 7 13 69 29 4.938
川•»市 175 63 95 17 20 19 〇 1 995 117 27 3 4 2 〇 〇 9 2 1.354
名古屋市 297 38 60 199 208 186 12 10 3,252 347 80 7 45 73 4 1 73 38 4.425
京都市 1,466 763 597 106 159 151 4 4 1.579 226 54 8 21 39 2 〇 42 10 3,606
大阪市 9 2 2 5 4 3 〇 1 65 75 19 4 6 〇 〇 2 3 1 188
神戸市 337 94 96 147 273 244 10 19 2.246 193 59 11 12 66 6 1 52 134 3.390
広島市 475 175 172 128 202 177 17 8 1.682 252 53 13 62 53 2 2 34 51 2.881
北九州市 839 366 339 134 215 187 15 13 2,131 308 39 12 53 130 1 15 46 50 3.839
辐間市 644 233 256 155 195 178 9 8 2.283 365 132 7 48 169 〇 3 44 28 3,918
合計 57.740 1&488 21,807 17.437 17.462 15.919 809 727 200.650 22.959 6.770 840 2,330 9,176 392 659 5.845 3.919 328,746



（9）都道府県別年間入退院患者数等（精神病床）
（平成15年）

年間在院 
患者延数

年間新入院 

患者数

年間退院 
患者数

平均在院 

日 数
北海道 4, 796, 32!人 14,631人 14, 940 人 326.5 日
青森県 1,523,265 4, 889 4, 999 308.1
岩手県 1,655,812 4, 253 4, 305 387.0
宮城県 1,260,160 3,609 3.476 327.9
秋田県 1,541,187 4, 555 4, 745 331.4
山形県 1,189, 896 4,364 4, 455 269.8
福為県 2,646, 665 6,259 6, 477 415.6
茨城県 2, 586, 520 5,303 5,450 481.1
栃木県 1,779,572 4, 277 4, 249 417.4
群馬県 1,839, 626 5,054 5,140 360.9
埼玉県 4,055, 904 10, 952 10, 792 375.0
千葉県 3, 987, 607 10,055 10,173 368.6
東京都 & 440, 263 32, 966 33, 557 253.8
神奈川県 2,44& 116 & 026 & 500 292.1
新潟県 2, 534, 363 7,243 7,391 346.4
富山県 1,276, 620 3,654 3,712 346.6
石川県 1,366,141 3,683 3, 793 365.5
福井県 80& 864 2, 942 2, 926 275.7
山梨県 845, 776 2,465 2, 491 341.3
長野県 1,831,100 6, 768 6, 840 269.1
岐阜県 1,493, 289 4, 682 4, 736 317.1
静崗県 2, 409, 381 7,652 7, 708 313.7
愛知県 3,099, 446 & 250 & 317 377.0
三重県 1,774, 488 5,557 5,873 310.5
滋賀県 784, 665 2,402 2,433 324.6
京都府 903,616 2,689 2, 722 388.1
大阪府 6, 673,028 20, 245 20, 508 313.7
兵庫県 2, 899, 590 6,195 6,217 420.8
奈良県 937,046 2,439 2, 479 381.1
和歌山県 869,120 1,876 1,926 457.2
鳥取県 621,980 1,916 1,921 324.2
島根県 914,019 3,361 3,412 269.9
岡山県 1,966, 757 7,118 7,321 272.4
広島県 2, 279, 772 5,624 5, 720 34〇.1
山口県 2,197,536 5,109 5,204 426.2
徳島県 1,466, 764 2,489 2,617 574.5
香川県 1,365,132 3,427 3,490 394.7
愛媛県 1,70& 826 4,465 4,433 384.1
高如県 1,289,903 4, 674 4, 709 274.9
福岡県 4, 755,510 11,226 11,416 380.9
佐賀県 1,543, 781 3, 659 3,744 417.1
長崎県 2, 830,913 6,267 6, 484 444.0
熊本県 3,131,668 & 210 & 328 378.7
大分県 1,941,955 4,723 4,710 411.7
宮崎県 2,117,220 4, 667 4, 748 449.8
鹿児島県 3,524,614 6,322 6, 341 556.7
沖縄県 1,959,865 5,899 5,986 329.8
札幌市 2, 559, 436 7,743 7, 748 330.4
仙台市 623, 893 2,193 2,212 283.3
さいたま 417,315 1,062 1,054 394.4
千葉市 524,404 2,103 2,151 246.5
横浜市 1,803,371 6,008 5,955 301.5
川崎市 501,969 2,030 2,033 247.1
名古屋市 1,627,812 4,193 4,315 382.7
京都市 1,317, 592 3,011 3, 026 436.5
大阪市 69.118 1,088 1,143 62.0
神戸市 1,249,251 3,614 3,691 342.0
広島市 1,049,947 4,127 4,108 255.0
北九州市 1,401076 3, 934 3, 939 356.7
福岡市 1,424, 543 4, 607 4, 696 306.3
全国 120.446. 389 342, 804 347, 985 348.3
資料:精;神保健福祉課調べ（病院報告より作成）
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(10)精神病院の平均在院日数

年 平均在院日数

昭和55年 535日

昭和60年 536B

昭和63年 5090

平成元年 496日

平成2年 490日

平成3年 492日

平成4年 486日

平成5年 471日

平成6年 468日

平成7年 4550

平成8年 441日

平成9年 4240

平成10年 406 0

平成“年 3900

平成12年 3770

平成］3年 3740

平成14年 3640

平成15年 3490
資料:精神保健福祉課調べ(病院報告より作成)
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(11)都道府県別•入院形態別実地審査状況

資料:精神保健福征課調

G◎成15年度)

都道府県 措置 医療保護 任意 その他 計
!北海道 59 186 90 〇 335
2 青森 15 104 70 .0 189
3 岩手 47 121 46 〇 214
4 宮城 14 67 9 〇 90
5 秋田 14 118 120 〇 252
6山形 16 364 79 〇 459
7福島 45 139 3 〇 187
E 茨城一 44 99 〇 〇 143
9栃木 33 20 〇 〇 53
10群馬 14 125 62 〇 201
11埼玉 103 82 98 〇 283
12千葉 27 28 〇 〇 55
13東京 〇 〇 〇 〇 〇

14神奈川 22 145 18 〇 185
历新潟 21 320 〇 〇 341
16富山 28 106 66 〇 200
17石川 14 53 14 〇 81
18福井 12 59 18 〇 89
19山梨 10 157 36 〇 203
20長野 48 88 102 〇 238
21 38 88 22 〇 148
22静岡 27 〇 〇 〇 27
23 愛茹 73 77 〇 〇 150
24 三重 20 88 63 〇 171
25滋賀 29 7 〇 〇 36
26京都 6 17 〇 〇 23
27大阪 10 4 〇 〇 14
28兵庫 52 67 〇 〇 119
29秦良 17 20 24 〇 61
30和歌山 13 32 6 〇 51
31鳥取 15 26 〇 〇 41
32島根 19 16 〇 〇 35
33岡山 16 42 16 〇 74
34広島 90 178 14 〇 282
35 山口 18 61 26 1 106
36徳島 36 37 〇 〇 73
3?香川 6 112 12 〇 130
38愛7 57 99 58 〇 214
39高知 12 212 42 〇 266
40福岡 90 162 54 〇 306
41佐賀 50 166 20 〇 236
42長崎 39 52 36 〇 127
43熊本 46 67 12 〇 125
44天分 43 91 10 〇 144
45宮崎 4 11 〇 〇 15
46鹿児島 103 298 106 〇 507
47~M 46 47 32 〇 125
48札幌 36 2, 696 3, 935 168 6, 835
49仙台 15 46 〇 〇 61
50さいたま开 3 11 5 〇 19
51千葉 〇 12 〇 〇 12
52横浜 26 67 〇 〇 93
53川崎 7 14 〇 〇 21
54名古屋 60 46 〇 〇 106
55京都 5 13 13 〇 31
56大阪 13 4 4 〇 21
57神戸 5 21 〇 0 26
58広島 59 96 〇 〇 155
59北九州 38 23 〇 〇 61
60福岡 28 41 〇 〇 69
合 計 1,856 7, 548 5,341 169 14,914
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（平成15年度）

（12）精神医療審査会の審査状況

資料:精神保健福祉課調べ（保健•衛生行政報告例より作成）

定期報告（医療保護入院） 定期報告（措直入院） 退院請求 処遇改善請求

審査杵数

審査結果

審査件数

審査結果

審査件数

審査結果

審査件数

審査結果

移 行 入院継続 

不 要

移 行 入院継続 入院又は処 

遇は不適当

入院又は処 

遇は不適当不 要

1北海道 1,801 〇 〇 103 〇 〇 16 〇 1 〇

2青森県 678 〇 〇 30 〇 〇 39 1 1 〇

3岩手県 451 1 〇 74 1 〇 3 〇 〇 〇

4宮城県 640 〇 〇 17 〇 〇 9 〇 2 〇

5秋田県 1.082 〇 〇 24 〇 〇 14 3 3 2
6山形県 721 〇 〇 28 〇 〇 11 〇 〇 〇

7福島県 1,785 〇 〇 66 〇 〇 25 〇 5 〇

8茨城県 1,484 〇 〇 74 〇 〇 18 〇 〇 〇

9栃木県 1,444 〇 〇 63 〇 〇 14 1 2 1
10群馬県 1,629 〇 〇 24 〇 〇 15 〇 〇 〇

11埼玉県 3.153 〇 〇 200 〇 〇 26 1 2 1
12千葉県 3.036 〇 〇 42 〇 〇 41 〇 5 2
13東京都 4.399 〇 〇 121 〇 〇 129 1 1 〇

14神奈川県 2,088 〇 〇 21 〇 〇 49 〇 4 〇

15新潟県 2,924 〇 〇 28 〇 〇 48 〇 11 〇

16富山県 1,365 〇 〇 45 〇 〇 21 〇 1 1
门石川県 1.123 〇 〇 15 〇 〇 24 1 1 〇

18福井県 439 〇 〇 22 〇 〇 4 〇 〇 〇

19山梨県 627 〇 〇 17 〇 〇 15 2 2 〇

20長野県 828 〇 〇 76 〇 〇 18 〇 〇 〇

21岐阜県 985 〇 〇 71 〇 〇 18 〇 2 1
22静岡県 1.501 〇 〇 42 〇 〇 29 2 3 〇

23愛知県 1,860 〇 〇 114 〇 〇 67 6 2 〇

24三重県 1,035 〇 〇 32 〇 〇 17 1 1 〇

25滋賀県 558 〇 〇 56 〇 〇 19 2 1 〇

26京都府 99 〇 〇 4 〇 〇 69 〇 4 〇

27大阪府 4,849 〇 〇 37 〇 〇 136 9 22 2
28兵庫県 1.659 〇 〇 79 〇 〇 53 4 12 3
29奈良県 1.159 〇 〇 18 〇 〇 41 1 6 〇

30和歌山県 737 〇 〇 17 〇 〇 12 〇 〇 〇

31鳥取県 438 〇 〇 28 〇 〇 15 〇 3 〇

32島根県 833 〇 〇 13 〇 〇 36 〇 1 1
33岡山県 1,193 〇 〇 32 1 〇 71 2 5 〇

34広島県 1,632 〇 〇 112 〇 〇 44 4 3 〇

35山口県 2,172 〇 〇 19 〇 〇 26 〇 2 〇

36僅島県 714 〇 〇 60 〇 〇 15 〇 〇 〇

3？香川県 377 3 2 7 〇 〇 53 3 4 1
38愛媛県 1.390 〇 1 98 〇 〇 22 1 〇 〇

39高知県 761 〇 〇 13 〇 〇 23 〇 〇 〇

4Q福岡県 2.819 〇 〇 169 〇 〇 114 41 8 2
41佐賀県 874 〇 〇 92 〇 〇 29 4 1 〇

42長崎県 1,327 〇 〇 75 2 〇 44 〇 3 〇

43能本県 2,465 〇 〇 122 〇 〇 37 〇 1 〇

44大分県 1,312 〇 〇 69 〇 〇 16 1 1 〇

45宮崎県 781 〇 〇 5 〇 〇 9 〇 1 〇

46鹿児島県 2,434 〇 〇 165 〇 〇 48 7 1 〇

4?沖縄県 929 〇 〇 56 〇 〇 27 2 〇 〇

48札幌市 2,034 2 〇 55 〇 〇 20 〇 〇 〇

49仙台市 451 〇 〇 2 〇 〇 15 〇 〇 〇

50さいたま市 412 〇 〇 1 〇 〇 9 1 〇 〇

51千葉市 529 〇 〇 4 〇 〇 23 〇 〇 〇

52横浜市 1,821 〇 〇 22 〇 〇 39 〇 6 〇

53川崎市 358 〇 〇 11 〇 〇 15 〇 〇 〇

54名古屋市 1,273 〇 〇 98 1 〇 38 2 2 〇

55京都市 884 〇 〇 4 〇 〇 34 1 6 〇

56大阪市 3 〇 〇 15 〇 〇 17 〇 1 〇

57神戸市 1,022 2 〇 10 〇 〇 9 〇 3 1
58広島市 732 〇 〇 58 1 〇 59 1 2 〇

う9北九州市 687 〇 〇 70 〇 〇 32 8 3 1
60福岡市 719 〇 〇 55 〇 〇 56 4 2 〇

合 計 79,515 8 3 3,100 6 〇 1.995 117 153 19
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3.精神科救急医療システム整備事業実施状況

No.1 平成17年2月1日現在

都道府 

県 名

事 葉 名

圈域

の数

穩神科救急情報

センター

精神科救急医療施設

（空氐確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

｛受忖時間、わ刀）

移送体制 支援病院 連絡調整機関

北海道 北海道播神科 8 なし -输番制（夜間・休日 7 3 各当番病院 •24条による -合併症受入協 ・連絡蜩整委員会

（i〇'〜） 救急医療シス • 土曜） ・休日 診察 力病院 〜道、道精神科病

テム整備事案 ・空床は各圏域毎に1 日曜、祝祭日及び -警察 （63病院） 院協会、道医師

床以上確保 12/29-1/3 まで -家族 ・遠隔地域支援 会、道警、消防、

道南-* 4病院 ［9:〇〇-17:〇〇｝ •保健所 病院 大学、保健所長

道央眩伍）一29病院 ・依頼者 （46病院） 会、札幌市、各!9

道央（M-asi- 9病院 -夜間 域代表者等で構

道央（ni-比病院 [17 00' 9：00] 成。

道北一6病院 ・ブロック調整会

オホーツクー3病院 ・ 土曜 議〜各圏域毎に保

十勝-2病院 [12：00~17：00] 健所、群医節会、

鎖路・根室-4病院 警察、消防、医療 

機関等で構成。

青森県 青森県精神科 6 ・各圏域の％番病院 -各圏域毎に縉神科救 1 9 -各圏域毎の当番綺 •家族もしくは -ES域内の各医 ・青森県精神科救

⑴’~） 救急医療シス 夜間 急医療病院が輪番制に 神科救急医療病院 依頼者 療機関 急医療システム連

亍ム整備事集 〔17:〇〇~9;〇〇〕 より1日1床を確保 ・受忖時間 ・緊急措置を要 -県立病院 絡耦整委員会

休日 夜間[17:00^ 9：00] する場合は保健 •各圏域毎の地域

〔9:0〇〜17：00〕 休日［9：00~17：00］ 所 箱神科救急医療シ

•平日日中（9時〜 •スタッフ ステム連絡調整委

17時）は蘇健所が担 

当

医訴、看護婦等 員会

岩手累 岩手県稱神科 4 なし ・精神科救急医療施設 4 各精神科救急医療 彖族 民間及び公立精 岩手県精神科救急

(9'~) 救！S医療シス 県北 4ヶ所 施設 合併症等の患者 神病院18ヶ所 医療システム連絡

亍ム運営事業 盛岡 （各施設毎に365日 夜間[17 0〇- 9:001 は消肪機関等 調整委員会

呈种!！ 1床確保｝ 休日［9:〇〇~17;〇〇］ ・県医師会

県南 -日精協県支部

•消防

•岩手医大等で構 

咸

宮城県 宮城県精神科 1 県精神医療センター 休日昼間 2 9 縉神科救急情報电”- 本人、家族 休日夜間 県医師会、県精神科

（9‘〜） 救急医療体制 平日夜間 国立、県立、指定、非 休日昼間 当番病院が必要 病院協会、県消防長

整備事篥 [17.00-22:00] 指定病院の中で当談病 各当番病院、 に応じて参加病 会、県警本部、消防

休日昼简 院管理者の同意に基づ [9 0077:〇〇] 院に要請 等で構成

〔9.00-17 00) き知事が指定する病院

休日夜間 編番制 2病院 夜間

(17：00-22：00] （空床、各病院1床） 輪番制参加

通年夜間

県立精神医療センター

2 8病院

（空床1床）

山形県 山形県精神科 2 なし 輪番制 6 ・当番精神科救急医 -本人 主治医のいる精 ・システム運営委

(12'-) 応急移送医療 ①村山・置賜地区 療施設（各圏域） -保護者 神科医療機関 員会

事案 4病院 24時間365日 ・保健所 《構成》

24時間365日 1床 -各保健所（全4保 -医療関係者

②最上・庄内地区 健所） 上察

2病院 24時間365日 ・消防

24時間365日 1床 （«i・罪muによ创 ・保健所等
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NO 2

都道府

県 名

事 峯 名

圏域

の数

fi!神科救急情報

センター

箱神科救急医療施設 

（空床確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間、お力）

移送体制 支援病院 連絡飆整機関

秋田県

(12' ~)

秋田県箱禅科 

敕急医療シス 

テム整借事業

5 なし -秋田周辺精神科救急 

医療89-8病院結番制

・他4医療圏T地域拠 

点病院

-全県拠点病院-県立 

カビ忻-ション・箱神医療 

¢>5-
-その他に合併症拠点 

病院

（各圏域1床確保）

1 8 各救急指定病院 

平日夜简

（17:〇〇-9:〇〇） 

怵日筹

（24時間体制〕

・家族等

・警察

-消防

・県（保健所）

県内の精神病床 

を有する病院

・県医師会

・日输協県支部

・県警

-消防

-県立病院

-縉神保健福祉セ

ンター等

福島県

（1〇'〜）

福蛊県緒神科 

救急医療シス 

テム整備事業

3 

申刑 

細 

斜

設置していない 輸番制

（各病院1床）

3 4 各当番病院

夜®[17：0〇- 8：30]

休日〔8 30-17 00]

・家族等

・県（保健所）

・警察

・消防

-県立病院

・精神科を有す 

る総合病院（合 

併症を有する患 

者）

-県医師会

・精神科病院協会

・県診療所協会

・消防

-警察

-保健所等

茨城県

（8'〜）

茨城県縉神科 

救急医療体制 

及び累が行う 

医療保議入院 

整備事業

3
絆・血 

M-t 

fi

つ(LI

i

土曜、日曜、祝日爺 

びに年末年始の休日

[8：3〇〜□:15] 

平日

[17:15-21 J5]
稱神保健福按センタ 

-（職員・非常勤嘱 

託員が対応）

《24条通報対応〉

県立友部病院 

（空床5味） 

《一般救急相談対応》

輪番制により3病院 

で3床（1圏域で!病 

院）

2 8 精神科救急情報セン 

ターと同じ

《24条通報》 

県または警察

《一般救急相 

談》

家族

-県立友部病院 

（24条通報｝

-2 7民間精神 

病院

（一般救急相 

談）

精神科病院協会、 

県警、保健所、箱 

神保健福祉センタ 

一、県立友部病院

栃木県

（12'~）

栃木県精神科 

救急医療シス 

テム

1 県立岡本台病院

夜間[17：0〇- 8：30] 
土曜・日曜•休日

[8：3〇~17:〇〇！

基幹病院制

県立岡本台病院

（3床）

2 6 精神科救急情報セ

ンターと同じ

・本人

-家族

必要に応じ消 

防、警察

県内精神病院 県医篩会、県精神 

衛生協会（総合病 

院、大学病院含 

む）、県警、県消 

防按会、保健所、 

縉神保健福祉セン 

ター等で構成

群馬県

（8'~）

群馬県縉神科 

救急医療シス 

テム整備事簾

1 こころの健康セ对- 

平日・休日

[8：30-17：15] 
夜間

[17：15-8：3〇]

输番制

夜間2病院（2床｝ 

休日2病院（2床） 

（基幹病院含む）

1 3 縉神科救急情報セン 

ターと同じ

・県（精神科救 

急情報セント） 

,警察

•家族

•精神科協力病 

院

・県医師会

-日搐協

・県警

・群馬大学

・保健所

-こころの健康セ

ンター

埼玉杲

（8'~）

埼玉県藉神科 

救急医療シス 

テム整備事葉

2 県立縉神保健福祉セン 

卜

休日[8：3OT7：OO]

夜間[17:00-8:30]

24時間精神医療相談

窓口

檢番制

夜間2病院（各1床） 

休日2病院（各2床）

3 9 縉神科救急情報センタ- 

と同じ

.県 

•警察 

・彖族 

・依頼者

埼玉医科大学 

忖属病院 

県立縉神医療セ 

ンター

県精神科病院協 

会、県診療所協 

会、県警、消防、 

保健所、埼玉医科 

大学病院、県立縉 

神医療センター
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No. 3

都道府 

県 名

事 業 名

圏域

の数

精神科救急情報

センター

精神科救急医療施設 

（空床確保｝

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間“弼刀

移送体制 支援病院 連絡調整機関

千葉県

（10'

千葉県精神科 

救急医療シス 

テム事葉

4 県立病院

・平日夜間

（17:00' 8:30]

•怵日

[8： 30' !8：30]

① 縮番制（3 〇病院）

（各地区1床）

② 基幹病院（3病院）

《各病院1床）

3 1 県立病院

-夜間（乎日）

[17：00' 8 30]
•休日

[8：30~J8：30]

相談者 转に設けてない -緖神科病院協会 

・箱神科病院

・県医師会

・千葉市

・消防等で擠成

東京都

（7'〜）

措禅科敕急医 

療体制整備事 

業

4

cm 
神科 

救急 

医療 

圏）

夜間

（17:00〜翌9 00] 

休日

（9：0〇〜翌9：00] 

平日※

[9：00-17：00]
※綺神保健福祉課で

対応

・鶴番制

-初期救急（3床）

•二次救急（3床）

-精神科緊急医療

（1 6 床）

5 4 措神科救急医療情報

センター 

夜間

C17：00 〜翌 9:00〕

休日

（9 0〇〜翌9 00）

家族等 結神科協力病院 

・診療所

・都医師会

-緒神病院協会

-精神神経科診療

所協会

神奈川県

（ア〜）

精神科救急 

医療対策事業

1 精神保健福祉センタ

〇初期-二次救急 

平日[17：00'22：00] 

土日[8:30-18 30] 

祝日〔8 30-22：00]
〇警察官通報

平日（17：00'?8：30] 

休日[8：30~?8：30]

休日昼間:輪番制 

指定病院、 

菲指定病院

（各病院1床で

!日4床） 

夜間:基幹病院（常 

時）、準基幹病院（輪 

番制｝

4 〇

5

1 7

〇初期-二次敕急 

平日夜間、林日の8： 
3〇〜22： 00 
縉神保健福祉セ”-、 

横浜市、川崎市職員 

の輪番で2名

（常勤、非常勤） 

土日の2200〜翌8：3 

〇 

緒神保健福扯センターの 

臓員2名（常勤、非 

常勤）

〇警察官通報 

非常勤臓員!名

〇初期•二次救 

急

相談者が確保 

〇警察官通報

県もしくは警 

察

民間精神病院 

国公立精神病院

県医師会、県精神科 

病院協会、県診療所 

ta会、横浜市、川崎 

市等で構成

新潟県

（9〜

精神科救急 

医療システム 

運営事集

5 

県北 

〇-〇 

県央 

魚沼 

上越

保健所 兼務

[8：30-17：15] 
県庁担当課兼務

[17：15' 8:30]

① 休日昼間
輪番制各ブロック当 

番病院（各1床）

② 夜間

全県1ブロック

（1床｝

2 7 精神科救急医療施設 

（各当番病院）

①休日昼間

[9:00-17:00]
③夜間

[17；00- 9：00]

家族 

警察 

消防

ブロック内の精 

神病院

県医師会、県消防長 

会、県給神病科院協 

会、県警察本部等で 

構成

富山県

（10・〜）

富山県精神科 

救急医療体制 

整備事案

2 設置してない

（窓口電話を自動的 

に当番病院に転送）

輪番制

（各病院1床）

2 7 窓口電話により自動 

的に当番病院に転送

・平日夜間

[17：00~翌900]
-休日

[9：0〇〜翌9：00]

家族、必要に応 

じて消防や警察

当番病院が必要 

に応じ転院先を 

確保する

県結神病院協会、日 

精協県支部、県警、 

消防等で構成

石川県

（1〇'〜）

石川県精神科 

救急医療シス 

テム整債事業

3 なし 輪謹制

-基幹病院1床
・稱神科救急病院 

輪番制で1日3床

1 5 ・各当番病院

休日[9：00~17：00] 

金曜日夜間1病院
・県立病院

怵日〔9：00'17：00] 

夜間[17:00 建 9:00]

本人、家族 精神科協力病院 ・県医師会

・県精神病院協会 

・消防•県警

等で播成
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No. 4

都道府 

県 名

事 業 名

圏域

の数

精神科救急情報 

センター

糯神科救急医療施設 

（空床確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

｛受付時間、对力）

移送体制 支援病院 連絡讚整機関

福井県 福井県精神科 2 なし ・輪番制 ! 〇 各当番病院 ・家族 指定病院 各当番病院

（11・〜） 救急医療シス 嶺北地区 夜聞 ・依頼者 保健所

テム整借事婁 休日夜間7病院1味 〔170〇〜9：00） • 24条による

嶺南地区 休日 診察

休日夜聞3病院1床

（週3日）

•応急入院指定病院

(9 00-17 00)

!床

山梨県 山梨県精神科 1 県立精神探健福祉セ 輪番制 ! 〇 救念医療体制 ・依頼者 -精神科協力病 ・県精神病院協会

（KT 〜） 救急医療事篥 ンター 平日10病院（1床） 平日夜間 -県（保健所） 院（9） ■県精神科医会

平日夜間 県立病院（1床） [17:15-2200] -警察 -県立北病院 -県譽察本部

[1715〜21：15] 休日昼間 休日（土曜を含む） ・県消防長会

休日（土曜を含む） io病院 い床） 昼間［11:〇〇'17：15］ -県医療社会事業

[11:00-19:30] 県立病院（!床） 夜間[17:15-20:30] 協会

休日夜間 緊急医療体制 -日本綺神科看護

10病院 （1床） 平日及び休日夜間 技緬協会山梨支

県立病院（1床） [17:15- 8:30] 部

翌日が休日の場合は -県精神障害者家

11：00まで 族会連合会

休日昼間 -保健所

[11:00-17:15]

長野県 精神科救急医 4 保健所 東信•南信は固定2病 1 2 精神科救急医療機関 ・家族等 地域の箱神病院 県医師会、県精神

(9' ~) 療整備事業 東信 原則として平日 院 （各1床） （各圏域） ・救急車 科病院協会、小諸

南信 8：3〇〜17：0〇まで 固定2 平日夜間 ・警察 高原病院、騎ヶ根

中信 （平日夜間及び休日 北信-中信は輪番制 輪番10 [17：0〇- 8:30] ・保健所 病院、長野赤十字

北信 等については緊急連 （各5病院） 1119： 00] 病院、城西病院、

絡網により対応） （当番病院1床） 土曜休日 県精神保健セント、

24時間体制 探健所、県消防按

・スタッフ 会、県4課｛詡・緇，

医師、看護婦等 菇・略｝

岐阜県 岐阜県精神科 1 県辎神科病院協会委 检番制 1 4 救急医療情報!!ン” 受診者劃 当番病院以外の 杲精神病院協会、

(9'~) 救急医療シス 託 24堀365日航 （各病院!床） 〔情報提供のみ） 病院 大学、医舗会、診

テム整備事案 24時間精神医療相談 夜間[17:0〇- 9：00] 療所、警察、消防

窓口 休日［9：00~17：00］ で構成

静岡県 静岡県精神科 3 県立病院 ・基幹病院 基幹 各緒番病院•精神科 彖族、知人等 県立病院 精神科救急情報セ

（丁〜） 救急医療対策 終日［8：30^8：30］ 夜間[17：0〇- 8:30] 3 救急情報センA 警察 協力病院 ンター

事葉 休日［8：30・曼 8：30］ 輪番 県、中核市、市 県、中核市、市町

24時間精神医療相議 土曜[12：00- 58：30] 6 町村 村

窓口 -給番病院

夜間 ［17:0〇- 8：30］ 

休日［8；3〇-3 8：3〇］ 

土曜［12：0〇-!8：3〇］

消防署

（各圏域1病院1床）

愛知県 精神科敕急医 3 （社）愛知県精神病 （社）愛知県精神病院 3 8 各当番病院 原則として警察 県立病院 緒神病院協会、医

（8‘〜） 療対策事業 尾張A 院協会に委託 協会に委託 夜聞（17:〇〇-9:〇〇） ・消防・家族等 篩会、診療所協

尾張B 「1区域1床 > 休日(9:00-17 00) 依頼した者 会、警察、消防、

三河 24時蘭精神医療相
1県宣病院3床」

土曜 探健所で擠成

談窓口 (12:00-17:00)
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No 5

都道府 

県 名

事 業 名

圏域

の数

藕神科救急情報

センター

精神科救急医療施設 

（空床確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間、スわ刀

移送体制 支援病院 連絡鯛整機関

三重県

（ゆ〜）

三重県縉神科 

救急医療シス 

テム運用事篥

2 
北部 

南部

幹事病院2カ所 

夜間

D?:〇〇〜9:〇〇] 

休日

〔9：00~1?：00〕 

土曜

〔!2：0〇〜17 00〕

幢番制

北部ブロック

夜間・休日8病院 

南部ブロック

夜間・休日5病院

（各1床）

1 3 各当番病院

夜|S）[17：0〇- 9：00] 

休日[9：00-17：00] 

土曜[12:〇〇~17:〇〇] 

看護師•医師等

-家族 

-警察

・消防

県立こころの医 

療センター、国 

立桝原病院

滋賈県

（9‘〜）

滋賀県精神科 

救急医療 

システム

3 なし 地域3ブロック

繪番制による当番病

院（各2床）

県立緖神保健総合电ント

（2床）

! 〇 保健所

24時間365日

・警察 

・消防 

•県

-家族

指定病院 指定病院、警察、 

消防、保健所で構 

成

京都府

（13'〜）

京都府精神科 

救急医療シス 

テム

2

北部

南部

国立舞鶴病院

（2 4時聞） 

南部救急情報センター 

乎日

〔17 0〇〜8:00〕 

休日

〔8:。〇〜8：00）

基幹病院他

2床

11 国立舞鶴病院 

府立洛南病院 

保健所

原則として家族 

等による自己搬 

送

24条については 

警察暑

各指定病院 

指定外病院

・医師会

・警察

-消防

・大学病院（2）
・府' 市

・診療所協会等

大阪府

（ア〜）

大阪府情神科 

救急医療体制 

整備事業

7

1 t

3 1 
坊内 

申釉 

甫釉

« $ 

i m

徹

なし 精神科救急病院 

輪番制により1日7床

3 5 ・救急案内窓口 

平日:9：0〇〜17：00 

17:〇〇~9:〇〇 

休日:9:0〇〜18 00 

18:00-9:00 

（緊急措置診察受付｝ 

平日:17：30-22：00 

休日:9：00-22：00

-救急体制

平日:17：00〜9：00 

休日:9：00-21；00 

21:00-9:00

-警察

■救急隊

・家族

・精神科協力病 

院

-合併症受入協 

力病院

-府立精神医療 

セント

-大阪府精神病院 

摒会

・大阪府書

兵庫県

(6‘ 10~)

兵庫県精神科 

救急医療体制 

運営事業

5

播籃 

但馬 

丹波 

淡路

県精神病院協会に委 

託

設置場所:兵庫県災

害医療セント

平日

[17:00~翌9：00]

土曜・休日

[9:0〇〜翌9：00]

《阪神•神戸'播磨〉 

輪番制をとる。

阪神・神戸

17病院（1床） 

皤磨

14病院（1床）

《但馬、丹液、淡路》 

協力病院制をとる。

6病院

3 7 -受付時間

平日[17：00~!9；00] 

土曜[9：00~S9：00] 

休日[9：0〇-!9：00]

・スタッフ

精神科専門スタッフ 

（病院•社会復帰施 

設勤務の箱神保健福 

祉士、臨床心理技術 

者）

土曜、休日、夜 

間は依頼者（警 

察、救急、家族 

等）が搬送を行 

う。

協力病院 

（当番病院以外 

の病院）

・県医師会

•県精神科病院協

4
•大学病院

・県立・公立病院

•神戸市

•県警

•消防

-保健所長会

等で構成
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No 6

都道府 

県 名

事 篥 名

圏域

の数

搐神科救急情報

センター

箱神科救急医療施設 

（空床確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時简、对力）

移送体制 支援病院 連絡鋼整機関

奈良県

（12-）

奈良県緒神科 

救念医療シス 

テム整備事萊

1 奈良県立医科大学内 

平日夜間

ロ?：15 逵 830] 
休日（土曜・日曜を 

含む）

（8： 3O~S8：3O]

輪番制

夜間・休日1床

8 •当番病院

夜間[17；0〇- 9：00] 

休日[9:00-17:00] 
（土曜日は夜間のみ）

・緊急医療（24条 

等）一各保健所

*精神科救急情報セ 

ンター

・家族 

・消防 

・警察 

-m

•箱神科救急協 

力病院

・県立医科大学 

障属病院

-緒神病院協会 

-ms

・消防

-県立医大

-保健所

和歌山県

（10'〜）

和歌山県措神 

科救急医療シ 

ステム整備事 

秦

3 なし 緒番制

紀北ブロック 

1床 

基幹病院制

紀中ブロック 

紀南ブロック 

各1床

4 各精神科救急医療施 

設

夜間

〔17:〇〇~9:〇〇〕 

休日

〔2 4時間〕

2 9案-県

3 4条 県 

その地-原則依

頼者

県内全ての精神 

科病院

県庁 

保健所

鳥取県

（14T 〜）

烏取県辅神科 

救急医療体制 

整備事業

3 なし 基幹病院

（1床/圏域）

1 2 4時間 原則、患者彖族 

または警察によ 

る病院への搬送

特になし 圈域ごとに 

病院、地区医師 

会、警察、消防、 

保健所、市町村

緒番制

（!味/圏域｝

4 当番病院対応 

休日、夜聞

島根県

（ir~）

島抿県精神科 

救念医療体制 

整備事篥

7 ・保健所 

平日昼聞

[8.30-17:15]
・県立湖陵病院 

夜間[17：15- 8：30] 

休日!： 8：30~ 8 30]

24時間精神医療相談 

窓口

結番制（休日及び夜間）

松江圈

6病院（1床｝

出雲圈

3病院い床） 

基幹病院

隠岐圈、雲南!Sを除 

く圏域

（林日及び夜間1床）

1 2 精神科救急情報セン 

ターのスタッフが対 

応

原則として受診 

者髓

県立湖陵病院 •各保健所（平日 

昼間）

•県立湖陵病院 

（夜聞休日）

岡山県

（1〇'〜）

罔山県精神科 

救急医療シス 

テム整備事業

2

Mils

ts

岡山県精神科休日夜 

間杷談セント 

僅絲｝岡山県医篩会 

平日[18：0〇〜22：00] 

休日[10：0〇〜22:00]

輯番制

各圖域毎に1床と県立 

病院で県下全域に対応

11 •県立岡山病院 

（全域）

・各当番病院 

夜間

（18：00-8：30）

主に春察だが、 

保健所・家族等 

もある

-県立岡山病院 

・指定民間病院

岡山県精神科救急 

医療システム連絡 

親整委員会

広蟲県

（8〜

広島県精神科 

救;&医療シス 

テム整備事蕖

2 
西部. 

廉部

県精神病院協会委託

24時間365日対応

24畤間縉神医療相談 

窓口

・西部-!病院 

・廉締-3病院緒番制

（各固域で1日1床 

確保）

4 緒神科救急医療施設 

（各圈域） 

24時简受付

•綺神病院 

・家族 

•依頼者など

・県医師会

・縉神病院協会

・大学

•県警

-消防

・保健所等
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No 7

都道府

県 名

事 業 名

圏域

の数

精神科救急情報

センター

播神科救急医療施設 

（空氐確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間、对ツ刀

移送体制 支援病院 連絡調整機関

山口県

（12*

山口県精神科 

救急医療シス 

テム事葉

4 県立病院

夜間

[17:0〇- 8:30]

休日

[8：30~ 17：00]

24時間縉神医療相談

窓口

輪番制（3床/日）

県立病院

（1床/日）

-空床は1日当たり

4庆確保

2 6 精神科救急情報セン 

ター（県立病院内に 

設置）

・受付時简

夜間（17:0〇- 8：30]

休日】8:30-17:30]

・スタッフ

医師・看護師

原則として受診 

者

必要に応じ、保 

健所、警察、消 

防等が連携して 

行う

輪番不参加の民 

聞籍院、国立病 

院

県精神科病院協 

会、山口大学付属 

病院、ms.消 

防、探健所等で構 

成する連絡調整委 

員会・専門部会を 

設置

捷島県

(10' ~)

徳島県精神科 

救急医療シス 

テム整備事業

3 
東部 

南部 

西部

なし 輪番制

東部

夜間・休日9病院
西部

月曜~金曜4病院

（各1床）

南部未実施

1 2 各当番病院

夜間[17：00- 9 0〇]

休日[9 0〇- 9：00]

24条による診察

・家族

・警察

・消防等

-県立中央病院 精神科病院協会・ 

保健所

香川県 香川県精神科 2 県立丸亀病院 輪番制 1 5 各当番病院 原則として保護 県立丸繼病院が 県医師会、精神科

(16'? 〜) 救急医療シス 

テム整備事篥

高松 

大川

中議 

三豊

夜聞

〔170〇〜830〕

蛊松大川

夜間5病院（1床）

中讚三豊

夜閤1G病院（1床）

夜間

U7：00~8：30]

者等 関係医療機関等 

の協力を得て、 

緊急に対応を図 

る。

病院協会、診療所 

協会、県警、消 

防、保健所、県立 

丸亀病院、箱神珠 

健福祉セ”一等

愛媛県

（13'

愛媛県精神科 

救急医療シス 

テム整備事業

1

斫）

精神科救急医療情報

センター

平日夜間 

t17：OO~22：OO] 
休日等

（9：0〇〜□:00〕

輪番制（1日1床） 7 精神科敕急情報セン

ターと同じ

家族等

（措置の場合は 

警察の值力を得 

て保健所が行 

う｝

当番病院以并の 

緒神科救急医療 

施設

・精神病院

-学識軽験者 

-家族代表者 

・警察 

・消防等

高知県

（7・〜）

高知県精神科 

救急医療事業

1 なし

（救急医療情報センタ- 

で当番病院を紹介）

① 林日:輪番制:6病 

院

② 平日夜間:1病院

（各1床）

7 各当番病院 

平日夜間

[17：00- 9:00] 

土曜 B[12：00-9：00] 

休日[9：00遅 9：00]

特になし 県立精神科病院 緒神科救急医療施 

設、県医師会、救 

急医療情報センター.高 

知大学、県立箱神 

科病院、消防局、 

県警で構成

福岡県

（1ぴ〜）

福圖県精神科 

救急医療シス 

テム事業

4 精神科救急医療情報 

センター

夜間[17:00- 9：00] 

休日[9；00~17：00]

給番制により、各圏域 

で受付時間帯毎に1病 

院（1床）

・输番参加病院（80） 

指定病院＞
菲指定病院丿

（St 7 9）

県立病院（1）

8 〇 縉神科救急医療情報

センター

夜間[17：0〇- 9：00] 

休日[9：00-17：00]

•スタッフ 

無神保健福祉士（兼 

務）

PSW （兼務｝

看護婦・士等（兼務） 

看護婦（專従）

依頼者 県内の精神病院 福岡県精神科救急 

医療システム連絡 

詹整委員会

県医師会、日精協 

県支部、県養、消 

防等で構成
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No . 8

都道府 

県 名

事 業 名

圏域

の数

精神科救急情報 

センター

精神科救急医療施設 

（空床確保）

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受忖時間、对刀｝

移送体制 支援病院 連絡調整機関

竝資県

（9'~）

佐鬟県精神科 

救急医療シス 

テム事案

3 精神保健福扯センタ

ーに窓口を設置

緒番制

各IS域1床

1 7 -日曜、祝日、年末 

年蛤

[9：00~17：00] 

•看護婦、P SW.
等の箱番制

・家族 

・依頼者

•佐賀医科大学 

附域病院

-県立病院好生 

館

長崎県

（ir 〜）

長崎県箱神科 

救急医療シス 

テム整備事案

6 県宣精神医療センター内

24時間箱神医療相談

窓口の設置

輪番制

各圏域毎に1味を確保

3 9 各圏域の当番病院 

次に掲げる日の昼夜 

間[9:00'翌9:00]

-日曜

-国民の祝日に関す 

る法律に規定する 

休日

-年末年始

（12/29-1/3）

原則として受診 

者側

県立播神医療セン

卜

国立病院機構長 

崎医療センター 

長崎大学医学部 

歯学部付属病院

長崎県精神科救急 

医療システム連絡 

調整委員会

-県医師会

•精神科病院協会

・長綺大学

・県警ッ消防

・保健所

・県立精神医療センタ

-県精神保健セ对- 

・離島精神科医療

機関代表等

熊本県

（9・〜）

熊本県緒神科 

救急医療シス 

テム整備事業

2

（昼）

1

依）

なし 輪番制

国立 1

指定病院:3 3

非指定病院:5

（各病院1床）

3 9 各当番病院 

夜間

〔17：00~9：00〕 

林日昼間

（9：00~17：00） 

土曜昼間

C12：00 〜门:00｝

原則として受診 

者侧

県立こころの 

医療センター 

国立療養所菊池 

病院

《合併症\ 

熊本大学医学部 

付属病院 

国立熊本病院

県医師会、県精神病 

院協会、県消防長 

会、国公立病院、県 

警、保健所、精神 

保健福祉センター、 

県家族会等で構成

（年1回｝

大分県

（ir

大分県縉神科 

救急医療対策 

事葉

2 

脚

IS)
1

(¥9
珊

なし -輪番制

（各病院1床） 

休日:2施設 

夜間:'1施設

2 2 各精神科救急医療 

施設（当番病院）

休日]9：00'17：00]

夜間】17:〇〇-9:〇〇]

原則として受診 

者側

当番病院以外の 

精神科救急医療 

施設

警察、消防、医師会、 

精神科病院協会.大 

分大学、保健所、 

轻神保健福祉セン 

ター等で構成（年

2回）

宮綺県

（9'〜）

宮崎県精神科 

救急医療シス 

テム整備事葉

3

県北 

県央 

翩

なし 3圏域毎の輪番制

（各圏域、当番病院が 

空床1床を確保）

① 県央（9病院） 

県立搭神病院:？ 

指定病院:8

② 県北（6病院） 

指定病院:4 

菲指定病院:2

③ 県西南（5病院） 

指定病院:5

2 〇 当番病院

休日（日曜、祝日 

年末年始）のみ 

昼夜简

[9:0〇-曼9：00]

原則保證者 

必要に応じて消 

防提関 

転院が必要な埸 

合は病院間で協 

議

病院間で協議 

合併症等の埸合 

は一般救急シス 

テム、国公立病 

院

県医篩会、精神病 

院協会、精神神轻科 

診療所摒会、宮崎大 

学医学部、県警本部 

等
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No . 9

都道府 

県 名

事 業 名

圏域 

の数

精神科救急情報 

センター

精神科救急医療施設

（空床確保｝

救急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間、对力）

移送体制 支援病院 連絡調整機関

鹿児島県

（8‘〜）

鹿児島県精神 

科救急医療シ 

ステム整備事 

業

4

i i

t I
翳•煤

県立始良病院内 

怵日[9:00-24:00]

警察、消防等がらの 

入院患者受入の要請 

に対応する

緒番制

・鹿児島地区14病院 

・南蘆地区!〇病院 

・北薩地区 8病院
・始良•大隅地区

い病院 

休日[9：00-24：00]

（各病院1床）

4 3 各当番病院

休日[9：00'24：00]

24条による診察

-家族

-警察

・県

・指定病院

県立始良病院 県医師会、県繪神科 

病院協会、鹿児島大 

学、県薯察本部、県 

消防長会、県保健 

所長会

沖縄県

（10'~）

沖縄県精神科 

救急医療シス 

テム事業

4 

北・ 

南・ 

宮古 

•八 

重山

総合緒神保健福祉セ 

ンター内（沖縄県轻 

神障害者福祉会連合 

会に委託｝

平日夜間

（17:00 〜翌 9：00） 

怵日

（9：00~ 翌 9：00）

輪番制

・北8、南圏域9病院 

・休日夜間のみ北・南 

圈域合わせて1県立 

病院

-宮古、八重山圏域各 

!病院

（各1床｝

1 9 ・県立病院 

・各当番病院 

平日夜間

（1700 〜翌 9： 00） 
休日

（9 0〇〜翌 9：00）

-2 4条診察 

・警察

・家族 

・依頼者など

・県立病院

・連携病院（一 

般病院）

・かかりつけ病

院

・県医師会

-精神科病院協会 

-県警

・県立病院

・保健所等
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No.10

※ 札幌市、絶台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市は遵府県と共に実施している。

都道府 

県 名

事 集 名

園域

の数

搭神科救急情報

センター

精神科救急医療施設 

（空床確保）

教急医 

療指定 

施設数

窓 口

（受付時間、对ヵ）

移送体制 支援病院 連絡調整機関

札幌市 北海道縉神科 

救;&医療シス 

テム整備事薬

進が

運営

・札幌市夜間急病セ

ンター

平日夜間

（17：00 〜900] 

休日〔9：00~9：00）

北海道精神科救急医療 

システム整借事集に募 

づく当番病院

•給番制俗病院1床｝ 

道が運営

2 9 各当番病院

平日〔17:〇〇~9:〇〇】 

土曜｛12：00-9：001 

休日〔9：00“9：00） 
道が運営

-警察

-消防

・家族等 

道が運営

・後方支援病院 

・合併症受入病 

院

道が運営

道が運営

横浜市

（13*-｝

楮神科敕短医 

療対策事葉

1 ① こころの健廣相談 

セント（三次救急）

全日f8：45・22：QQl

② 各区福扯保健セント 

（初期・二次救急）

平日｛8:4577:00】

③ 県立精神保健福祉 

セ”-（3県市合同） 

平日（初期・二次救 

急）[17：00~22：00） 
土日（初期•二次救 

急）〔8：30~翌8： 30） 
休日（初期•二次救 

急）（8：30-22：00） 
全日（三次救急） 

（22：0〇-?8：45）

平日昼間:輪番制

指定病院

休日昼間:当番制

指定病院

非指定病院

夜間

基幹病院

準基幹病院:当番制 

深夜:当番制

基幹病院

4 〇

说痂

5

（三次救急） 

各区福征保健センター 

平日（17 00-22:001 
衛生局精神保健福祉 

課

平日（17：00-22；00） 

休日（8 45-22 00） 

県保健福樹セント内 

全巳（22：00-18：45）
（初期-二次救急） 

各区福祉保健センA 

平日（8：45-17：00）

-3県市窓口

平日（17:00-22:00） 

土日（8：3〇-?8：30] 

休日（8：30-21：30）

（三次救急） 

横浜市

（初期•二次救 

急）

原則として、相 

談者等による

民間措神科垃力 

病院等

・杲医師会

-県精神病院協会 

・県診療所協会

・神奈川県

•川崎市

-横浜市総合保健 

医療电对ー

名古屋市 精神科救急医 

療対策事業

3 精神科救急情報セン” 

（羹知県精神科病院 

協会に委託）

24時間365日対応
2 4躺耕医曲誰!]

（社）愛知県精神病院 

協会に委託

-1圏域1床

・県立病院3床

3 8 各当番病院

夜間（17:〇〇~9:〇〇） 

休日｛9：00~仃:00】 

土曜[12:〇〇-17:〇〇！

原則として 

警察•消防・家 

族等依頼した者

県立病院 精神病院協会、医 

闻会、診療所協 

会、警察、消防・ 

愛知県-名古屋市 

で構成

京都市

（12'〜）

京都市精神科 

救急医療シス 

テム整确事薬

1 こころの健康増進セ 

ンター（京都精神保 

健福祉協会に委託）

平日夜間

[17：00 〜翌 8:30]
休日

[8：3〇〜翌8：30] 
各保健所（平日昼間）

（8:〇〇~17:〇〇]

〇平日夜間•休日

基幹病院（受入不可 

能な埸合は他の民間精 

神科救急医療施設で受 

入） 

〇休日昼間

国公立病院及び民間 

の救急医療施設におい 

て、通報蒔に基づく移 

送の受入（男女各1床｝

府立

民間

3

民間

8 

国公立

2

精神科救急情報セン 

ター

〇平日夜間休日 

原則自己搬送

〇休日昼間 

京都市

民間13病院 蘇复带練翩复耕榴驟 

黠和复粘龍丸《曲詐 

i.鯛齢酬楸刪 

会' 刃慮融韶丸辭能

iEsms. t 
饨盘解録吃处確•般

広島市

（13'

広島市縉神科 

救急医療シス 

テム整備事奏

1 広島県精神病院協会

低魁戏酬枷） 

年間を通じて毎日

2 4時間体制

常時!床以上確保

（1病院と委託契約）

1 医療法人せのがわ 

（年間を通じて 

2 4時間体制） 

（精神保健福祉 

士 ・指定医等）

•依頼者 

・救急医療施設

なし

（転院先の確保 

が困難な堆合 

は、情報センタ 

ーに協力要請）

-県医師会

-県精神病院塩会 

-鮒榊術融

・広島大学

-県警

•消防

・保健所など

—43 —



4.平成15年度精神保健福祉センター事業実績

（1）般事業

（東京都内訳）

都道府県等

技術援助 

技術指導

研修会 広報善及 相談事業 調査研究 

課題数 備 考（講習会） （講習会•座談会等）

回 数 回 数 回 数 参加人数 実件数 延件数 延件数

北海道 148 10 118 1,079 395 1,166 2
青森県 21 3 25 2,441 139 193 3
岩手県 47 5 5 238 120 332 〇

宮城県 137 3 〇 〇 14 17 8
秋田県 29 4 24 382 34 53 2
山形県 51 6 12 705 74 433 〇

福島県 220 7 12 59 85 522 9
茨城県 67 55 18 1,979 429 3,173 3
杨木県 109 19 144 783 334 1,505 2
群馬県 47 29 23 683 193 311 1
埼玉県 2,826 36 89 5,514 33 196 5
千葉県 77 47 103 1,857 3,854 5,372 7
東京都 9,289 38 124 6,021 1,252 3,134 12
神奈川県 511 52 6 9.994 16 40 4
新潟県 80 20 25 1,092 112 395 2
富山県 234 9 53 1,586 300 3,406 3
石;I!県 252 17 16 958 337 1,405 1
福井県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山梨県 373 10 3 395 132 212 4
長野県 355 69 113 5.479 536 2,921 1
岐阜県 109 10 〇 〇 97 130 〇

静岡県 170 26 8 484 268 1,996 8
愛知県 65 38 3 ' 586 758 1,398 8
三重県 616 63 3 672 182 182 1
滋賀県 114 10 6 136 354 695 1
京都府 49 8 6 54 41 67 〇

大阪府 46 58 254 4,887 492 17,757 21
兵庫県 486 6 38 1.607 492 1,537 4
奈良県 10 24 1 512 231 338 1
和歌山県 81 30 1 205 29 112 1
鳥取県 70 5 12 214 426 1,516 5
島根県 21 7 3 470 33 65 〇

岡山県 359 20 7 1.524 464 4.353 60
広島県 93 15 50 2,013 262 2,625 2
山口県 217 23 21 2,462 100 630 4
徳島県 115 〇 〇 〇 126 490 0
香川県 71 4 10 174 69 892 4
愛媛県 569 29 28 741 151 386 〇

高知県 313 9 36 234 586 586 1
福岡県 111 34 33 2,267 1,679 1,966 2
佐賀県 45 〇 〇 〇 45 65 〇

長崎県 91 4 25 2,244 37 52 4
熊本県 564 5 17 228 270 685 〇

大分県 99 7 8 253 852 1,419 2
宮崎県 728 〇 〇 〇 20 23 〇

鹿児島県 44 19 18 1,530 217 829 1
沖縄県 35 16 〇 〇 67 618 1
札幌市 137 22 1 320 2,905 4,670 2
仙台市 234 5 1 235 5 14 2
さいたま市 80 11 1 160 77 224 〇

千葉市 17 17 32 1,348 726 987 1
横浜市 148 67 14 786 24 27 8
川崎市 83 38 10 195 138 690 〇

名古屋市 57 57 16 1,068 1,680 2,186 10
京都市 40 16 31 202 23 73 9
大阪市 337 55 13 1,195 〇 〇 〇

神戸市 61 4 12 803 229 2,091 2
広島市 183 28 6 110 439 814 20
北九州市 80 8 15 709 19 19 3
福岡市 88 13 7 56 323 731 〇

含 H 21,7091 1,2501 1,6601 71,9291 23,3251 78,7241 257|

資料:緖神保健福祉課調っ

中 部 2,317 8 31 1,704 314 532 4
多 摩 3,592 25 40 1,850 695 1,131 8
下 谷 3.380 5 53 2,467 243 1,471 〇
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（2）特定相談事業（思春期）

都道府県等

技術援助 

技術指導

研修会

（講習会）

広報普及 相談事業

備 考（講習会・座談会等）

回 数 回 数 回 数 参人数 実件数 延件数

北海道 26 2 〇 〇 43 65
青森県 6 1 21 75 43 134
岩手県 〇 4 4 185 14 49
宮城県 76 6 2 440 67 181
秋田県 8 1 1 150 6 8
山形県 65 2 〇 〇 78 999
福島県 10 1 〇 〇 29 87
茨城県 2 1 〇 〇 108 682
栃木県 10 3 23 66 85 327
群馬県 〇 1 〇 〇 17 20
埼玉県 87 〇 8 1,193 43 224
千葉県 36 5 3 347 570 783
東京都 2,051 5 34 885 380 2,190
神奈用県 4 〇 〇 〇 124 142
新潟県 〇 2 1 150 32 45
富山県 29 5 12 204 69 1,481
石川県 25 2 3 146 92 628
福井県 52 2 2 75 108 624
山梨県 407 5 〇 〇 98 1,129
長野県 198 9 10 127 174 1,418
岐阜県 〇 1 〇 〇 〇 〇

静岡県 12 1 5 2,015 76 1,236
愛知県 15 〇 〇 〇 109 223
三重県 9 16 16 346 65 263
滋賀県 11 2 36 265 363 747
京都府 17 〇 〇 〇 50 224
大阪府 11 5 〇 〇 522 4,208
兵庫県 33 1 10 983 145 563
奈良県 10 6 〇 〇 42 59
和歌山県 5 1 〇 〇 8 8
鳥取県 52 〇 28 1,372 215 1,316
島根県 4 2 〇 〇 14 29
岡山県 42 〇 1 40 88 419
広島県 53 14 2 540 76 376
山口県 48 〇 1 239 60 350
徳島県 83 2 27 235 108 521
香川県 67 〇 〇 〇 95 623
愛媛県 4 1 1 30 52 440
高知県 13 1 12 431 34 47
福岡県 28 12 8 1,164 288 351
佐賀県 69 1 〇 〇 89 347
長崎県 36 2 5 917 10 18
熊本県 91 5 〇 〇 149 273
大分県 2 8 5 490 110 184
宮崎県 103 〇 3 243 53 74
鹿児島県 4 1 5 52 68 87
沖縄県 〇 3 1 202 16 35
札幌市 16 1 7 62 121 142
仙台市 6 3 3 50 98 515
さいたま市 26 〇 〇 〇 54 125
千葉市 3 〇 〇 〇 112 170
横浜市 19 5 5 155 28 34
川崎市 〇 4 9 270 221 1,624
名古屋市 6 1 31 185 50 98
京都市 5 7 99 780 59 261
大阪市 26 1 3 124 112 319
神戸市 〇 1 1 80 26 29
広島市 19 1 〇 〇 213 218
北九州市 87 6 12 139 30 30
福岡市 〇 4 1 70 〇 〇

台 計| 4,127 176 461 15,522 6,209 27,802

（東京都内訳）

中 部 618 1 19 451 89 379
务 麾 312 2 15 434 176 1,230
下 谷 1,121 2 〇 〇 115 581
資料:精神保健福征謀讀
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（3）转定相談事業（アルコール）

（東京都内訳）

都道府県等

技術援助 

技術指導

研修会

（講習会）

広報普及 相談事業

備 考（講習会・座談会等）

回 数 回 数 回 数 参加人数 実件数 延件数

北海道 9 2 〇 〇 8 8
青森県 〇 1 〇 〇 6 6
岩手県 〇 2 12 78 30 55
宮城県 〇 1 〇 〇 13 21
秋田県 6 2 2 106 4 4
山形県 24 〇 1 146 22 382
福島県 24 1 〇 〇 3 3
茨城県 2 4 1 67 28 32
栃木県 7 3 22 455 26 50
群馬県 8 〇 〇 〇 87 159
埼玉県 65 4 7 705 79 480
千葉県 23 27 51 987 280 445
東京都 756 5 133 3,278 396 2,903
神奈川県 29 2 〇 〇 72 79
新潟県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

富山県 27 1 12 220 7 31
石川県 8 1 1 48 10 10
福井県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山梨県 19 〇 4 1,302 7 14
長野県 11 1 23 152 30 415
岐阜県 5 1 〇 〇 22 22
静岡県 〇 〇 1 365 22 34
愛知県 3 〇 〇 〇 25 25
三重県 6 1 〇 〇 4 15
滋賀県 24 1 51 1,059 88 107
京都府 7 1 9 67 7 7
大阪府 〇 3 2 73 207 1,988
兵庫県 63 5 2 95 31 58
奈良県 1 1 〇 〇 17 17
和歌山県 2 〇 〇 〇 2 2
鳥取県 2 8 2 67 9 14
島根県 6 3 2 185 4 4
岡山県 〇 〇 〇 〇 4 23
広島県 5 4 1 33 11 16
山口県 〇 1 〇 〇 10 65
德島県 28 2 9 133 13 15
香川県 1 〇 12 81 8 29
愛媛県 〇 〇 〇 〇 30 32
高知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福岡県 31 7 2 778 158 158
佐賀県 4 2 〇 〇 11 14
長崎県 16 1 1 204 5 7
熊本県 59 16 26 755 23 42
大分県 1 3 1 241 29 67
宮崎県 121 38 10 1,855 43 49
鹿児島県 23 1 23 •457 26 30
沖縄県 〇 2 1 189 5 5
札幌市 1 2 〇 〇 43 43
仙台市 54 1 4 1,248 48 474
さいたま市 6 1 〇 〇 22 52
千葉市 1 〇 〇 〇 102 149
横浜市 12 7 5 300 13 14
川崎市 〇 1 14 290 30 80
名古屋市 1 〇 〇 〇 〇 〇

京都市 2 1 74 1,178 31 60
大阪市 1 1 5 578 26 41
神戸市 〇 〇 1 425 3 3
広島市 1 3 2 108 54 61
北九州市 37 10 21 2,377 61 73
福岡市 2 2 1 80 〇 〇

合 計 | 1,5441 187| 5511 20,765 2,3551 8,9921

資料:緒押保健福祉課調

中 部 1101 2 114 909 106 763

务 摩 59 1 4 130 97 719
下 谷 587) 2 15 2,239 193 1,421
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（4）心の健康づくり推進事業

（東京都内訳）

都道府県等

技術援助 

技術指導

研修会

（講習会）

広報書及 相談事業 心の電話 

相議事業 備 考（講習会・座談会等）

回 数 回 数 回 数 参加人数 実件数 延 件数 延件数

北海道 56 1 2 85 〇 〇 3,335
青森県 117 1 6 18 1 8 2,006
岩手県 12 3 3 2.293 84 147 283
宮城県 41 1 13 287 126 473 2.754
秋田県 36 3 3 169 21 43 738
山形県 53 1 7 1.105 〇 〇 1,297
福島県 60 1 〇 〇 131 683 1,265
茨城県 4 1 〇 〇 92 403 2,919
栃木県 14 3 2 503 29 102 3,345
群馬県 9 〇 7 791 7 8 3,046
埼玉県 177 4 5 2,258 108 613 3,119
千葉県 34 42 9 3.725 162 1.050 2.084
東京都 497 2 43 3.048 147 633 2&670
神奈川県 26 〇 〇 〇 145 844 3,951
新潟県 18 3 〇 〇 57 83 1,337
富山県 68 1 22 634 373 377 3,217
石川県 31 〇 8 470 69 262 4,113
福井県 150 29 51 513 315 1,636 747
山梨県 33 7 3 395 82 200 692
長野県 23 7 8 1.220 34 45 2.366
岐阜県 〇 1 11 733 〇 〇 2,497
静岡県 19 2 30 5.376 90 1,308 5,818
愛知県 21 〇 3 1.551 1,088 1,215 1,035
三重県 41 14 23 970 101 101 4,321
滋賀県 20 2 1 286 1 1 1,839
京都府 13 2 3 74 42 170 423
大阪府 247 2 5 237 472 3,602 3,154
兵庫県 98 1 12 568 30 186 2,352
奈良県 〇 〇 〇 〇 1 1 532
和歌山県 1 2 1 10,500 2 2 888
鳥取県 37 〇 9 625 〇 〇 〇

島根県 〇 〇 3 124 54 114 606
岡山県 34 〇 4 153 57 672 2,168
広島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1,286
山口県 〇 39 9 892 〇 〇 1,202
徳島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

香川県 23 3 12 37 119 837 2,128
愛媛県 〇 〇 10 1,366 〇 〇 1,993
高知県 〇 〇 〇 〇 139 354 578
福岡県 42 7 17 1.283 831 961 2,894
佐賈県 52 〇 〇 〇 146 410 3,091
長崎県 69 〇 14 1,030 12 13 1,890
熊本県 36 9 3 70 28 44 4,679
大分県 8 〇 1 1.290 62 157 2,360
宮崎県 20 8 5 363 44 62 2,555
鹿児島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1,657
沖縄県 14 〇 〇 〇 68 75 667
札幌市 〇 〇 2 3,100 〇 〇 1,570
仙台市 80 1 3 560 301 2,734 3,459
さいたま市 24 〇 1 200 139 335 887
千葉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1,506
横浜市 18 3 2 139 8 10 4,170
川崎市 〇 11 6 744 12 25 1,199
名古屋市 22 2 〇 〇 393 470 1,288
京都市 5 1 1 650 43 131 2,811
大阪市 9 〇 3 155 〇 〇 6,480
神戸市 〇 〇 2 119 〇 〇 577
広島市 3 1 1 450 723 795 676
北九州市 93 〇 12 352 1 1 672
福岡市 16 2 4 538 〇 〇 2,227
合 計 2,524 223 405 52.049 6,990 22,3961 151,4191

資料］精*保健福祉課蕾

中 部 65| 〇 22 2,270 57 253 9,223
發 岸 1261 1 12 444 58 250 10,011
下 谷 306) 1 9 334 32 130 9,436
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（5）社会復帰促進事業

都道府県等

技術援助 

技術指導

研修会 

（講習会）

広報普及 相談事業

備 考（講習会・座談会等）

回 数 回 数 回 数 参加人数 実件数 延件数

北海道 〇 〇 〇 〇 〇 〇

青森県 〇 4 6 88 38 70
岩手県 9 9 9 114 〇 〇

宮城県 105 5 6 47 66 131
秋田県 14 1 1 150 22 34
山形県 10 1 〇 〇 5 64
福島県 371 11 12 59 346 2,246
茨城県 413 4 〇 〇 8 17
栃木県 17 3 〇 〇 〇 〇

群馬県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

埼玉県 49 5 19 410 87 348
千葉県 136 11 41 2,439 3,292 8,009
東京都 3,523 14 66 1,080 806 178,661
神奈川県 539 20 〇 〇 172 1,156
新潟県 8 3 2 47 〇 〇

富山県 73 1 9 194 42 130
石川県 58 10 1 129 37 114
福井県 206 13 2 16 12 81
山梨県 167 31 10 2.566 64 193
長野県 385 31 11 1,063 56 369
岐阜県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

静岡県 56 20 2 2,581 4 72
愛知県 408 23 1 150 61 225
三重県 3 1 10 1,184 4 4
滋賀県 41 3 〇 〇 13 14
京都府 42 12 260 17 110
大阪府 1,943 73 1 500 3,257 13,173
兵障県 208 5 10 366 64 204
奈良県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

和歌山県 1 〇 〇 〇 〇 〇

鳥取県 146 13 9 192 157 2,186
島根県 24 2 2 60 10 12
岡山県 50 〇 〇 〇 8 29
広島県 65 8 〇 〇 106 646
山口県 13 8 8 635 19 191
德島県 190 2 〇 〇 18 54
香川県 181 3 12 18 39 912
愛媛県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高知県 47 2 〇 〇 〇 〇

福岡県 155 13 68 1,993 52 2,366
佐賀県 1 〇 〇 〇 1 1
長綺県 82 1 8 680 16 21
熊本県 135 4 11 142 122 123
大分県 10 13 15 241 31 95
宮崎県 144 1 〇 〇 43 55
鹿児島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

沖縄県 84 2 4 2,062 34 310
札幌市 〇 〇 〇 〇 〇 〇

仙台市 121 1 12 297 72 1,193
さいたま市 〇 〇 〇 〇 〇 〇

千葉市 21 6 〇 〇 25 25
横浜市 〇 〇 〇 〇 〇 〇

川綺市 〇 3 1 165 〇 〇

名古屋市 17 25 〇 〇 254 395
京都市 352 5 2 213 16 84
大阪市 34 〇 〇 〇 〇 〇

神戸市 〇 6 5 85 〇 〇

広島市 77 7 24 217 84 494
北九州市 401 56 82 .4,926 114 1,126
福岡市 27 9 10 1,886 〇 〇

合 計 11.162 492 504 27,255 9,694 215,743

（東京都内釈）

中 部 2,534 5 48 640 395 18,209
多 摩 989 9 18 440 411 160,452
下 谷 〇 〇 〇 〇 〇 〇

資料:精神保健福祉課調
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5精神障害者保健福祉手帳関係

(1)精神障害者保健福祉手帳交付状況
(平成16年3月末現在)

年間 年 間 交 付 者 数 年度末現在交付者数

申請 ! 級 2 級 3 級 合 計

者数 診断書|年金

証書

計 診断書 年金 

証書

計 診断書 年金 

証書

計 診斷書 年金 

証書

計 !級 2 級 3 級 合計

ー丄韭道 __._1511 …5291…一227 .一—756 ...L.145 .J..799 ...X.14.4 .....437 .....285 .....722 2.311 2. 311 „_1_622 ー丄如 _._5l.671 ...1,.2.25. ....1237
.!.& 森 瓷962 626 619 ...L.245 826 599 1J25 172 101 273 1,624 1,319 2.943 3. 202 2. 529 590 6. 321

...2J60 ..„„304 一—.456. „_J60 一一456 一宓 ._..L009 .....240 _.„.139 __ 一379 „l,oop. ...1,148 ..„2,..1.48 丄竣 ...2,030 —.761 4,280
4滇単 -.L589. 96 656 752 165 352 517 127 149 276 388 1,157 も545 L 067 1,311 476 2. 854
5秋a L614 116 128 244 262 748 .....L010 223 117 340 601 993 1.594 407 1.770 752 2. 929
6山形 1.623 474 463 937 245 266 511 41 51 92 760 780 L 540 1801 836 149 1 786

・一-星 —2M. .....16]. .—386
—J50

__J47 405 .....195 1.300 .一…14.1 ーー.2.1.1 __352 ―一807 __IJ92 ....2^99 ..L..1.79 .„2^183 ….592 .1.954
丄衣…城 -2_845 .ーー!75. ._..6.25 —671 __.J.4O .....ULI …486 ーー137 ーー623 „1,332 __1,_327 .__2,_659 ー丄」22 ...2J00 ...L010 .1.432

....1.228 __197 —268.L...._465 ーー542 541 r.._.L083 —485 一…134 .619 ...1J24 —.943 „.し.1_67 …一889 ...2,J34 ...L.137 4,160
10群馬 2,092 2531 638 891 435 397 832 266 85 351 954 1,120 2, 074 1. 699 1.555 627 3. 881

5,682 354 L 191 545 L-369 2. 270 3. 639 し008 357 1,365 2,731 2.818 5.549 1,613 9. 321 3. 200 14.134
_.4,428 —.377 .__499. „_J76 ..LJ48 ...L.473 ....2.621 …ーー576 一….252 ......828 2,101 ._2,.224 ....£325 ..1.777 ___4,J05 .„l,4.12 ....1.894

13東京 14,764 し 5461 1,879 3,425 4’ 758 3±083 1841 2,687 632 3,319 8,991 5,594 14, 585 6, 600 ._1.4,.247
...4,.348

...5,.815

...L.569
2し662

.-.L806丄!一基・ 奈川 ...A.376 .____377.一….637 1,014 —994 ..J..428 ...A.42.2 .....637 一一.269 ーーー906 ...1.008 ..2,334 —4342 ..1.889
15新潟 .„3^649 ……163 L....457—一J20 一一892 .„1,.7.13 160.5 _..„._39 一—308 一—.341 ..1,094 ._2,478 ____1_572 „1.538 ....1.853 ......687 _„し〇78
16 > 01 1,068 86 140 226 230 383 613 133 96 229 449 619 1.068 376 1.158 381 1.915
1?石川 1,352 114 "131 245 252 620 872 101 126 227 467 877 1.344 413 I. 390 365 2.168

731 52 L.........4. 56 240 118 358 259 27 286 551 149 700 145 743 568 1.456
19.0J_^ 1,893 „.__321_一…224.―J45 677 一一4.70 .._..L.I47 ……山 ___ 77 .....188 _..1,.!〇9 ―.771 _._し880 一一904 ...2,005 _____.301 .-1-21.0
20長野 3.189 735 __286

132

[-L021

264
610 1.139 L749 203 212 415 1,548 し637 & 185 1693 2,904 663 ....L26.0

3.12221歧-呈 --L900 132 448 688 L136 347 153 500 '927 973 1,900 504 1.851 767
22静岡 4J60 389 267 L 656 892 L 956 N848 511 450 961 L.792 2,673 4 465 L 678 6, 784 2,128 10, 590
23愛知 ..A478 475 178 653 も081 2,282 £363 い57 375 1,432 3,613 2,835 6」448 し232 7, 724 2,565 11,521

...2.69024三重 „2J44 ・一….2.19 一一61 280 —9.22 ......5.23 „_._L445 一….246 ___ 64 一一310 ー丄翅__.648 ....1.035 .....51.8 __.2,.655 一….5.17.
25滋-卫 1,170 48j 65 113 299 443 742 171 128 299 518 636 1.154 229 I. 419 529 2.177
26京都 L281 74 220 294 249 434 683 205 96 301 528 750 1.278 778 1. 651 694 3.123
27大阪 8-804 1.836 393 2. 229 3. 464 1.996 5.460 779 301 1.080 6.079 2,690 & 769 4, 413 10,459 2. 207 17. 079
28兵庫 5. 302 773 70 843 2. 581 764 3.345 942 117 1，059 4,296 951 5,247 1.719 5, 946 1,846 9. 511
29奈良 1.442 259 46 305 358 555 913 124 75 199 1 741 676 1.417 578 1.671 223 2. 472
30和歌OJ 1.371 260 145 L 405 372 326 698 125 65 190 1 757 536 し L 293 808 1,313 339 1 460
31鳥取 928 107 45 し152 425 255 680 56 40 96 588 340 928 467 1,391 198 2. 056
32島眾 ..L540 132 340 一 472 219 521 740 145 159 304 496 し1,020 1516 832 1,277 483 % 592
33岡山 ....1.163 .一…189 __.298 ......487 ―468 __7.76 一丄244 ......H8 ......159 —.277 ―.775 „1,.233 2, 008 …835 „..l,.947 ......483 ....L26.5
34広島 -4,.124 225 1161

一 341 1637 1.294 2.931 559 217 776 2. 421 1J27 4,048 619 5,059 1367 7, 045
35 01 ロ -JL564 570 434 L 004 421 775 r L196 190 151 341 1,181 1.360 2. 541 2.088 2. 272 718 5. 078
1L^_ー昼 1.060 __178 ーーJ.58 .—436 —2.95 __2.05 ____500 ___ 70 ___ 49 __1.19 一一_543 __5.12 _..1.055 …618 .一-.747 —J88 1.553
37香川 913 51 124 175 167 410 577 100 54 154 318 588 906 355 1,109 277 U41
38愛媛 1.604 90 138 228 465 714 L179 115 82 197 670 934 1.604 417 2,035 357 2亠 809
39直』 L106 112 38 r 150 216 507 723 138 72 210 466 617 1083 275 1,355 372 Z 002
40福岡 3,327 242 222 r 464 948 L 266 2.214 426 204 630 1,616 1,692 3,308 659 3. 451 882 4. 992
41佐」 950 65 87 H 152 139 519 658 53 77 130 257 683」 940 290 .1173 224 L 687
42長崎 2J47 203 195 398 550 808 LJ58 212 115 327 965 1.118 2. 083 842 2. 660 625 4,127
43熊本 4. 770 799 1.192 1.991 1.128 L 441 览569 6 194 200 1.933 2. 827 4. 760 3. 633 4.624 332 8. 589
44大分 1.141 86 45 131 304 506 810 76 105 181 466 656 L 122 305 1,6傀 345 1 294
45宮崎 1J46 43 71卜114 258 —630

925
..…888

L760
ーーー.175

463
.ーー!52

180
327, 一 一_476.

1,357^
—一J53

1179
1,329
1 536
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255 「345

—J83
1,279

„.1.634
£ 8792,536 59 74 133 835 643

47沖縄 3. 569 431 132 563 1.206 L 162 社368 471 75 546 2,108 1J69 34477 934 3=859 810」 5, 603
1 020AL&.魄 3,600 206 123 329 968 L 329 2.297 748 162 910 1.922 1,614 3, 536 760 4,596 1J64

49仙台 1.714 200 290 490 383 441 824 272 112 ―.384 
__19?
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855 —m. 
一一.5.10
一—.113.
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1,698
1,088

____832
1698

__92.1
一 一_23.5
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1,220

J29 
__344 
—202. 
__663 
._2„344

1.654

.2-117 
一 U92 
ーー1施

3.110

50さいたま 1.097 97 31 128 342 419 761
547

_一…139
67

60 ーー.578
41951千葉 838 100 79 179 252 295 39 __J37.

1,94052川崎 1.730 142 130 272 767 292 L059 300 67 367 1.209
53横浜 5.152 252 579 831 1398 1433 2.831 L082 354 1.436 2. 732 2. 366 5. 098 1.450 „_L272 

-4,_255.
..9,,066
...^,.408M一甜屋 3, 556 223 ____ 5]_ ..._J74 1,159 ...L.159 2,318 —703 —.225 _____328 2, 085 .1435 3. 520 一型

55京都 2. 855 188 260 448 7871 659 1.446 794 125 919 _1,769 1.044 2. 813 1,108 2,88 1.893 5.989
1LX褒 4. 907 691 171 862 ゝ!22 802 2. 924 971 122 1.093 3. 784 1.095 4. 879 1.736 5,471 L 945 9^152
57神戸 2. 842 140 64 204 1.061 918 1.979 507 114 621 1.708 1.096 2. 804 368 3. 525 1,103 £996
58広島 2. 918 534 77 611 1.528 594 2.122 84 80 164 2.146 751 2. 897 955 1594 323 4. 872
59北九州 1.335 46 83 129 259 542 801 298 99 397 603 724 1,327 245 1.421 692 2. 358
60福岡 I, 799 147 74 221 604 501 I,105 359 91 450 1,110 666 1,776 404 2.131 809 3, 344
合計 169.556 18,169 16,137 34. 306 49. 499 51,652 101,151 22. 576 9, 324 31,900 9〇. 244 77,113 167,357 66. 764 18& 047 57, 983 312, 794
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（2）地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳に基づく福祉サービス一覧

平成16年2月末現在

都道府県名 主なサービスの内容

北海道 公共施設利用料の減免

青森県
県有施設等の使用料の免除、県バス協会加盟民間バスの県内路線バス運賃割引、県内民間鉄道（JR除く）4社の鉄道 

運賃割引制度、!級所持者の医療費助成

岩手県 医療費助成（1級）、公共施設等の利用料の減免

宮城県 公共施設等の利用料の割引

秋田県 公共施設等の利用料の割引、バス運賃の割引

山形県 医療費助成（1級）、県営住宅優先抽選、公共施設利用料の減免

福島県 県立施設の利用料減免、医療費補助事業（支給要件有）、県内民営バス5社運賃割引

茨城県 県立施設等の入館料等の免除

栃木県 各種公共施設等の利用料金の割引

群馬県 公共施設の利用料の減免

埼玉県 公営住宅優先入居、公共施設使用料等の減免

千葉県 公共施設等の入園料等の減免

東京都 都営住宅の優先入居・特别減額、都立施設使用料無料、都営交通乗車証の発行、生活福祉資金貸付制度

神奈川県 県営住宅優先入居•家賃減免、タクシー運賃割引、公共施設利用料金免除

新潟県 県立6施設の利用料の免除

富山県 県立施設の利用料等の減免

石川県 公共施設利用料の免除・割引

福井県 県立施設等の入場料の免除・滅免

山梨県 県有施設の無料・割引、医療費助成制度（1、2級）、公営住宅の優先入居

長野県 県立施設の利用料等の減免、県営住宅の家賃の減免及び優先入居

岐阜県 県有施設の利用料の減免、免除

静岡県 県立施設等の利用料の減免、税の不均一課税

愛知県 公共住宅の優先入居・家賃の軽減、公共施設等の利用料免除•軽減

三重県 県立施設等の利用料の免除・減額

滋賀県 通院医療費自己負担分の助成、公共施設の利用料減免

京都府 公共施設の利用料減免

大阪府 府立施設の使用料の減免、府営住宅の福祉世帯向け応募

兵庫県 県内公共施設等の利用料の割引、県営性宅の優先入居（1、2級）、件業所通所交通費助成

奈良県 県立施設等の利用料の免除
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都道府県名 主なサービスの 内容

和歌山県 県有施設入場料・使用料の無料・減免

鳥取県 県立施設等の利用料の減免、県内路線バスの運賃割引、医療費助成制度（1級）

島根県 県立施設の利用料の免除

岡山県 県立施設等の利用料の減免、県営住宅入居優先制度

広島県
路線バス、鉄道（JR除く）の運賃割引、県立施設等利用料の減免、県営住宅入居当選率の優遇（1、2級）、生活福祉資 

金の貸付

山口県 公共施設利用料の減免、県内有料道路通行料金助成、県内バス運賃割引、医療費助成（1級）

徳島県 福祉手当の支給、医療助成制度、福祉バス・タクシーの利用、公共施設の利用料減免

香川県 県立施設入園料等の免除•減免

愛媛県 県公共施設利用料の減免、県営住宅への優先入居

高知県 県立施設利用料の免除・減免、県営住宅の優先入居、土佐くろしお鉄道運賃割引

福岡県 県立施設等の利用料の減免、県営住宅の入居募集の優遇

佐賀県 公共施設等の利用料割引

長崎県 公共施設の利用料減免

熊本県 医療費助成（1級）、県立施設使用料等の免除

大分県 公共施設の一部利用料減免

宮崎県 公共施設の入場料免除

鹿児島県 県立施設等の使用料等減免.免除

沖縄県 公共施設等の利用料の免除•割引

札幌市 市内公共交通機関交通費助成、公共施設の使用料等の減免

仙台市
交通費助成（タクシー利用券、バス・地下鉄乗車証、自家用車燃料費助成券の3つから選択交付）、市営駐車場料金一 

部割引、市営住宅入居申込時の所得控除

さいたま市 医療費の一部助成、公共施設の使用料減免

千葉市 通所交通費助成、福祉タクシー利用券（1級）、自動車燃料費助成（1級）、市営住宅入居の優遇措置

横浜市
水道料金等の減免、文化施設等の割引、バス・地下鉄等特別乗車券（無料パス）の交付、住み替え家賃助成、市営住宅 

入居優先、入院医療費援助

川崎市 市営住宅入居優遇制度、市内運行バス特別乗車証等の交付、公営施設等の入場料割引、タクシー10%割引

名古屋市
福祉特别乗車券の交付（市バス、地下鉄）、市営住宅の入居、市営施設等利用料の免除・割引、生活福祉資金の貸付、 

資源やごみの排出支援

京都市 公共施設の利用料減免、福祉乗車証（市バス、市営地下鉄、一部民営バス）

大阪市 市営交通運賃の免除•割引、上下水道料金の減免（1級）、市内文化施設への入場優待

神戸市 福祉乗車証（市内公共交通機関、1級）、公共施設入館料の減免、障害者用駐車券（1級）

広島市
バス•市内電車の運賃の割引、公共交通機関利用助成（所得制限）、福祉タクシー利用助成（1級、所得制限）、上下水 

道料金の減免（1、2級）

北九州市 公営住宅専用募集枠、市営バス福祉優待乗車証、市営渡船運賃割引、公共施設利用料減免、障害者あんしん法律相談

福岡市 市営住宅の優先入居及び家賃の減免、市立施設等の利用料の減免、市営地下鉄運賃の助成
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6精神障害者社会復帰施設設置か所数

（平成16年4月1日現在）
生訓施設 福祉ホーム 福祉ホーム 

日型
授産施設 福祉工場 地域生活 

支援センター通所 入所 小規模通所
1 北海道 10 3 1 12 〇 5 〇 11
2 青森県 8 3 3 5 2 3 1 15
3 岩手県 4 1 1 6 〇 1 〇 9
4 宮城県 1 〇 〇 3 〇 3 〇 1
5 秋田県 8 4 1 3 1 〇 〇 4
6 山形県 2 〇 1 1 〇 〇 〇 4
7 福島県 3 3 1 3 〇 5 〇 7
8 茨城県 7 2 3 5 1 1 〇 11
9 栃木県 10 9 3 3 2 4 〇 11

10 群馬県 7 2 4 4 〇 2 〇 9
11 埼玉県 11 2 2 5 〇 5 〇 16
12 干葉県 6 3 2 4 〇 2 〇 10
13 東京都 10 9 〇 26 〇 67 〇 41
14 神奈川県 4 2 1 1 〇 11 〇 8
15 新潟県 11 6 5 16 1 3 〇 11
16 富山県 2 1 3 7 1 5 1 7
17 石川県 3 4 5 2 1 3 1 7
18 福井県 1 1 〇 7 〇 〇 〇 7
19 山梨県 2 〇 1 4 〇 〇 〇 4
20 長野県 9 3 1 10 1 6 〇 7
21 岐阜県 7 3 1 1 〇 1 1 9
22 静岡県 6 2 3 10 〇 3 〇 15
23 愛知県 6 1 1 7 〇 6 〇 8
24 三重県 4 2 4 5 〇 2 〇 5
25 滋賀県 3 1 〇 5 〇 2 〇 6
26 京都府 1 〇 1 3 〇 4 〇 4
27 大阪府 13 4 3 4 〇 54 1 25
28 兵庫県 7 6 1 3 〇 6 〇 4
29 奈良県 3 〇 〇 1 〇 13 〇 7
30 和歌山県 2 〇 〇 5 〇 5 1 4
31 鳥取県 2 1 1 2 〇 3 〇 3
32 島根県 4 5 〇 6 1 3 2 10
33 岡山県 3 6 2 2 2 2 〇 9
34 広島県 6 3 5 8 〇 5 1 11
35 山口県 8 4 5 4 1 1 1 7
36 徳島県 8 〇 〇 1 〇 1 〇 6
37 香川県 5 1 2 2 〇 2 〇 7
38 愛媛県 4 1 2 1 〇 4 1 5
39 高知県 3 〇 2 1 〇 4 〇 5
40 福岡県 9 1 3 7 4 〇 〇 9
41 佐賀県 2 1 1 1 〇 〇 1 1
42 長崎県 8 4 5 8 2 〇 1 7
43 熊本県 4 2 2 7 〇 1 2 9
44 大分県 6 4 1 7 1 〇 1 6
45 宮崎県 4 2 〇 2 1 2 〇 3
46 鹿児島県 8 7 〇 5 1 1 1 11
47 沖縄県 7 4 〇 3 6 〇 〇 9
48 札幌市 2 1 1 2 〇 3 〇 3
49 仙台市 2 〇 〇 4 〇 6 〇 5
50 さいたま市 1 〇 〇 2 〇 〇 1 5
51 千葉市 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇

52 横浜市 3 〇 〇 2 〇 2 〇 4
53 川崎市 1 〇 〇 〇 〇 2 〇 1
54 名古屋市 2 〇 1 3 〇 〇 〇 2
55 京都市 〇 3 〇 2 〇 5 〇 3
56 大阪市 2 1 〇 1 〇 21 〇 6
57 神戸市 1 〇 1 3 〇 14 〇 6
58 広島市 3 〇 1 2 〇 〇 〇 4
59 北九州市 〇 4 1 5 〇 1 〇 1
60 福岡市 2 〇 〇 1 〇 2 〇 1
合 計 282 132 88 265 29 308 18 446
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7 平成15年度更生・育成医療の実施状況

都道府県

実施主体 更生医療 育成医療

実人員 公費負担額 実人員 公費負担額

人 千円 人 千円

1 北海道 2. 360 253, 085 1,216 121,155
2 2. 645 285, 356 470 51,118
3 382 70, 575 411 40,198
4 2:449 301,636 615 39, 741
5 712 105, 734 240 17,145
6 1,533 221,784 424 30, 894
7 853 113, 799 629 37, 433
8 400 72,015 654 72. 718
9 3. 506 290, 850 1,294 115, 379

10 695 12& 969 405 39, 726
11 1,601 286, 770 1,972 183, 750
12 1,130 254 952 1,594 155, 862
13 2, 544 409, 638 3, 059 287, 091
14 神奈/II 322 52, 888 877 81,848
15 4, 061 329, 690 964 74, 082
16 815 73, 664 285 25, 821
17 2, 521 258, 455 323 32, 235
18 822 123, 777 238 29, 341
19 3, 299 365, 352 704 39, 894
20 い73 216, 381 844 79,164
21 1,690 89, 835 630 5〇. 697
22 1,524 194 418 1.081 111,580
23 6, 770 540, 666 4, 420 252, 258
24 1,303 145, 654 1.112 84, 380
25 2, 738 273, 436 749 6& 181
26 4,064 463, 640 784 50,167
27 4,987 313, 202 2, 368 186, 207
28 1,025 115,912 1,538 92. 543
29 1,762 164 544 680 53, 799
30 歌 和 1,373 146, 031 464 31,177
31 189 35, 766 220 22, 512
32 286 41,370 399 29, 038
33 2, 231 204 592 340 2& 221
34 749 101,666 588 45, 262
35 4,208 380, 739 838 59, 970
36 640 72. 624 504 31,904
37 1,966 139, 361 340 19, 580
38 2, 659 313, 641 275 30, 097
39 1,897 233, 811 122 17, 983
40 7, 737 950, 972 667 79, 767
41 3, 005 334 427 399 30, 079
42 5,112 413, 249 583 49, 416
43 7, 594 697, 688 572 46. 782
44 1,605 236, 689 199 20, 720
45 4,143 433, 057 1,146 93,148
46 鹿児島 3, 042 343, 738 1,906 55, 341
47 沖 & 6. 054 666, 044 1,368 120, 751

指定都市•中核市（別握!

実施主体 更生医療 育成医療

実人員 公費負担額 実人員 公費負担額

48
49
50
51
52

さいたま

人

387 
1,488

257
291
299

千円 

40,017 
216,452 

42, 228 
63, 394 
72, 982

人

876
435
571
342

1,197

千円

89. 538
50, 223
3 & 948
34, 907 

107, 439
53
54
55
56
57

名古屋 3, 922 
7, 841 
1,841
4. 072

57, 073 
477, 039 
849, 495 
279, 975 
301,595

413 
1,184 
1.299

691
1,438

54, 730 
105, 675 
110, 936
5& 222
54,153

58
59
60
61
62

北九州

1.521
5. 215
4,124

772
310

149, 859
399, 405
526, 644

71079
43, 734

443
194
485
118
105

43, 257
19, 553
67, 538
12, 769

9, 269
63
64
65
66
67

いわき 

宇都宮

69
362 

1,321
103
185

11,244
25, 418 
61,090
1& 832
34, 524

140
103
849
178
121

11,126
10, 042
50, 535

8, 989
11,153

68
69
70
71
72

洛須着 

相模原

45
76 

1,311 
461

2, 497

7,194
1& 384 

107, 814
40, 654

166, 021

174
175
325
113
220

14.285
17,101
23, 348
& 782

20, 865
73
74
75
76
77

190
92

110
369
474

23, 034
12, 661
71,012
57, 972
4& 725

97
126 
411 
306
323

10, 209
10, 663
33,215
22, 877
13, 242

78
79
80
81
82

豊 田

岡 崎

堺

高 按

姫 路

536
408

1.596
495

91

45, 757
42, 417
89, 882
43, 208
11,956

314
274
525
167
109

17, 340
11& 975
42,012
13, 251
& 864

83
84
85
86
87

貉歌暑 358 
6, 585 
1,109

786
167

36, 853
118,182
162, 288

92, 423
24,215

242
620
316
156
160

16, 564
16,189
24, 909
17,214
12,102

88
89
90
91
92

827
911

1,082
1.035 
3, 440

52. 268
67, 587 

215, 653 
135, 077 
342, 000

199
193
111
217
389

13, 489
16,168
10, 397
14,327
27, 299

93
94
95
鹿児も

353 
1,480 
5, 770

64, 290 
127. 955 
121,292

128
184
267

12,512
16,218
30, 794

合計 181,318 1& 350, 995 59, 533 4, 86& 368
資料:精神保健福祉課作成（「福祉行政報告例」より）

—53 —



8精神保健福祉全国大会の開催状況

第1回 （昭和2 8年） 東京都 第28回 （昭和5 5年） 神奈川県

第2回 （昭和2 9年） 〃 第29回 （昭和5 6年） 福岡県

第3回 （昭和3 〇年） 第30回 （昭和5 7年） 北海道

第4回 （昭和31年） // 第31回 （昭和5 8年） 静岡県

第5回 （昭和3 2年） if 第32回 （昭和5 9年） 新潟県

第6回 （昭和3 3年） H 第33回 （昭和6 〇年） 広島県

第7回 （昭和3 4年） f! 第34回 （昭和61年） 青森県

第8回 （昭和3 5年） II 第35回 （昭和6 2年） 京都府

第9回 （昭和3 6年） 大阪府 第36回 （昭和6 3年） 茨城県

第10回 （昭和3 7年） 神奈川県 第37回 （平成元年） 宮崎県

第11回 （昭和3 8年） 福岡県 第38回 （平成 2年） 北海道

第12回 （昭和3 9年） 宮城県 第39回 （平成 3年） 高知県

第13回 （昭和4 〇年） 愛知県 第40回 （平成 4年） 神奈川県

第14回 （昭和41年） 北海道 第41回 （平成 5年） 大阪府

第15回 （昭和4 2年） 東京都 第42回 （平成 6年） 岡山県

第16回 （昭和4 3年） 兵庫県 第43回 （平成 7年） 岩手県

第17回 （昭和4 4年） 広島県 第44回 （平成 8年） 岐阜県

第18回 （昭和4 5年） 新潟県 第45回 （平成9年） 佐賀県

第19回 （昭和4 6年） 愛媛県 第46回 （平成1〇年） 新潟県

第20回 （昭和4 7年） 熊本県 第47回 （平成11年） 三重県

第21回 （昭和4 8年） 石川県 第48回 （平成12年） 鹿児島県

第22回 （昭和4 9年） 東京都 第49回 （平成13年） 長野県

第23回 （昭和5 〇年） 福島県 第50回 （平成14年） 東京都

第24回 （昭和51年） 北海道 第51回 （平成15年） 兵庫県

第25回 （昭和5 2年） 島根県 第52回 （平成16年） 長崎県

第26回 （昭和5 3年） 香川県 第53回 （平成17年） 岩手県

第27回 （昭和5 4年） 大阪府 （予 定）
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